
清
代
内
蒙
古
の
地
一
商
経
済

銭

山

博

は

じ

め

に

一
清
代
後
套
の
農
業
開
愛

二
地
爾
の
農
業
経
営

三
地
商
経
済
の
展
開

お

わ

り

に

- 37ー

~ì 

じ

め

清
代
内
蒙
古
の
察
恰
爾
、
綬
遠
一
帯
に
「
地
商
」
あ
る
い
は
「
戸
線
」
と
呼
ば
れ
る
漢
人
勢
力
が
出
現
し
、
蒙
旗
各
旗
か
ら
土
地
を
承
租
し

て
牧
地
の
農
地
化
を
推
進
し
た
。
こ
の
地
一商
の
歴
史
的
評
債
を
め
ぐ
っ

て
は
い
く
つ
か
の
見
解
が
あ
る
e

一
九
四
四
年
に
内
蒙
古
の
祉
曾
寅
態

調
査
を
行
っ
た
今
堀
誠
二
氏
は
、
「
地
一
商一
制
度
は
封
建
的
高
率
地
代
の
占
取
が
直
接
的
目
的
の
、
商
業
資
本
が
寄
生
地
主
と
な
る
こ
と
を
眼
目

と
し
た
特
殊
大
地
主
制
度
で
あ
り
、
土
地
出
租
の
際
、
地
一商
は
財
股
(
土
地
、
経
営
資
金
〉
を
、
農
民
は
身
股
(
用
水
権
、
耕
作
権
及
び
農
具
、
そ
の

他
)
を
代
表
す
る
『
合
拶
』
制
と
い
う
『
共
同
瞳
』
的
擬
制
を
と
る
が
、

(
1
)
 

地
一
商
は
近
代
化
へ
の
芽
を
全
く
持
っ
て
い
な
い
」
と
さ
れ
た
。
、
ま
た
安
斎
庫
治
氏
は
、

「
一
般
的
に
は
地
一
商
或
い
は
戸
線
は
地
主
と
い
え
る
。

〈

2
〉

渠
道
〔
水
路
。
引
用
文
の
〔
〕
内
は
筆
者
註
。
以
下
同
じ
〕
は
半
地
主
的
農
業
経
営
者
ま
た
は
一
一
商
業
資
本
の
力
で
開
削
さ
れ
た
」
と
し
て
い
る
。

そ
の
本
質
は
牢
封
建
的
な
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
瞳
制
で
あ
り
、

413 
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他
方
、
最
近
中
園
で
は
、

「地
一商
一
経
済
に
は
濃
厚
な
封
建
的
要
素
が
あ
っ
た
が
、
短
工
と
い
う
自
由
雇
傭
第
働
者
と
資
本
主
義
的
生
産
関
係
を

取
り
結
び
、
大
量
の
資
金
を
農
回
水
利
建
設
に
投
資
し
、
資
本
主
義
的
な
一
商
業
的
農
業
生
産
を
行
っ
て
お
り
、
地
商
は
新
式
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
農

(
3
)
 

場
主
で
あ
る
」
と
い
う
積
極
的

・
肯
定
的
評
慣
が
出
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
地
一商
の
許
債
は
、

営
者
」
、
さ
ら
に
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
農
場
主
」
ま
で
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
。

「
寄
生
地
主
」
か
ら

「
牢
地
主
的
農
業
経

こ
れ
は

地
-
商
に
劃
す
る
農
業
経
営
を
前
期
的
地
主
経
済
の
再

版
、
地
主

・
商
人

・
高
利
貸
の
三
位
一
睦
型
搾
取
の
遁
境
タ
イ
プ
と
み
る
の
か
、
そ
れ
と
も
資
本
主
義
的
農
業
経
営
と
み
る
の
か
、

ま
た
地
一商

と
農
民
の
閥
係
を
封
建
的
隷
属
関
係
の
再
編
と
み
る
の
か
、
そ
れ
と
も
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
創
出
と
み
る
の
か
で
、
そ
の
歴
史
的
評
債
が

分
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

地
一
商
が
中
園
経
済
の
枇
曾
態
勢
の
中
で
、
最
終
的
に
は
前
近
代
的
寄
生
地
主
に
轄
化
し
た
と
し
て
も
、

そ
の
歴
史
的
性
格
は
清
朝
の
蒙
古
支

配
形
態
の
差
異
、
漢
人
地
一商
の
内
蒙
古
へ
の
進
出
時
期
の
差
異
、
農
地
開
墾
に
伴
う
水
利
開
設
の
有
無
、
州
労
働
形
態
、
一
商
品
生
産
の
中
味
及
び

市
場
と
の
閥
係
等
に
よ
り
、
内
蒙
古
各
地
に
よ
っ
て
も
幾
分
異
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
珠
想
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
蒙
古
封
建
領
主
制

と
牧
畜
経
済
の
解
睦
過
程
の
中
か
ら
震
生
し
て
き
た
地
一商が

一
定
の
歴
史
的
段
階
に
お
い
て
、
圏
内
的

・
園
際
的
僚
件
に
規
定
さ
れ
な
が
ら

- 38-

展
開
し
た
農
業
経
営
の
質
態
を
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
本
稿
は
先
向
学
の
研
究
を
縫
承
し
つ
つ
、
清
代
内
蒙
古
後
套
地
匝
に
お
け
る

地
一
商
の
農
業
経
営
と
一
商
業
活
動
の
寅
態
分
析
を
通
じ
て
、
そ
の
歴
史
的
性
格
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

清
代
後
套
の
農
業
開
設

「
天
下
の
黄
河
、
惟
だ
一
套
を
富
ま
す
の
み
」
、

あ
る
い
は

「黄
河
百
害
、
惟
だ
一
套
を
富
ま
す
の
み
」
な
ど
と
俗
諺
さ
れ
る
。
こ
こ
に
言

う

「
一
套
」

こ
の
俗
諺
は
黄
河
の
河
水
を
利
用
し
た
瀧
概
農
業
の
生
産
力
の
高
さ
を
表
現
す
る
も

と
は
河
套
〈
オ
ル
ド
ス
)
を
指
し
て
お
り
、

後
套
と
は
河
套
の
北
端
に
位
置
し
、

黄
河
主
流
の
南
遜
に
よ
り
黄
河
以
北
に
劃
出
さ
れ
た
地
域
を
指
す
〈
圃
参
照
)
。

は
、
北
は
狼
山

(
陰
山
山
脈
)
、

南
は
黄
河
、
西
は
阿
註
義
国
旗
東
-
境
、
東
は
烏
蛇
山
に
固
ま
れ
た
一
帯
で
あ
り
、
行
政
的
に
は
伊
克
昭
盟
達
位
特

の
で
あ
る
。

地
理
的
に
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旗
・
杭
錦
旗
の
一
部
と
烏
蘭
察
布
盟
烏
位
特
西
公
旗
の
南
部
に
あ
た
り
、
面
積
は

約
一
高
卒
方
キ
ロ
・
1

メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
、
南
遜
後
の
黄
河
〈
南
河
)

以
南
を
前
套
と
言
っ
た
。

黄
河
主
流
の
南
遜
は
、
狼
山
の
漠
水
か
ら
の
沙
土
の
流
入
や
沙
漠
か
ら
の
風
沙

に
よ
る
北
河
の
決
塞
が
主
た
る
原
因
だ
が
、
「
相
俸
に
よ
れ
ば
、
清
初
に
復
た
大

地
震
を
鰹
て
、

河
勢
は
南
蓬
し
、

酒
出
し
始

地
域
が
沈
治
し
た
。

め
、
漢
族
漁
人
の
其
の
地
に
足
跡
す
る
者
が
初
め
て
近
河
に
於
い
て
桔
梅
で
取
水

(
4〉

し
、
試
耕
し
て
利
を
穫
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
清
初
後
套
に
大
地
震
が
褒
生
し
て

乾
隆
の
開
、

地
盤
が
沈
下
し
潟
地
と
な
っ
た
こ
と
と
も
関
係
が
あ
る
よ
う
で
、
清
初
か
ら
河
勢

- 39ー

は
出
現
動
し
は
じ
め
、

乾
隆
年
開
〈
一
七
三
六
1
九
五
〉
に
南
河
が
し
だ
い
に
主
流
と

な
り
、
潔
地
や
湖
沼
が
酒
れ
、
桔
棒
(
は
ね
つ
る
ペ
〉
を
用
い
た
漢
人
漁
民
の
初
歩

的
な
濯
漉
農
業
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
北
河
は
し
だ
い
に
淡
塞
し
、

下
流
部
分
は
烏
加
河
(
五
加
河
)
と
呼
ば

一
九
世

紀
に
は
北
河
の
上
流
部
分
は
烏
位
河
、

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

黄
河
の
南
濯
は
後
套
の
農
業
開
設
に
と
っ
て
決
定
的
な
自
然
篠
件
の
嬰
化
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
後
套
の
地
勢
は
西
南
が
高
く
、
東
北
が
低
い
の
で
、
南
遜
に

よ
り
黄
河
北
岸
に
渠
ロ
を
聞
き
、
渠
道
を
閉
塞
し
て
東
北
流
さ
せ
る
こ
と
が
可
能

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
河
套
の
土
壊
は
、
「
河
套
墾
地
は
ほ
ぼ
二
類
に
分
か
れ

一
つ
は
城
土
で
あ
り
、
必
ず
河
水
の
浸
濯
を
得
て
始
め
て
播
種
で
き
、
渠
地

る
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と
呼
ば
れ
、
牧
穫
は
極
め
て
豊
か
で
あ
る
。
河
水
を
得
な
け
れ
ば
、
棄
て
て
石
田
と
な
る
。
寧
夏
、
後
套
、
三
湖
湾
な
ど
が
こ
れ
で
あ
る
。

日
光
の
蒸
畷
汽
化
の
作
用
を
得
て
、
夜
寒
に
凝
固
し
た
水
分
が
土
地
を
潤
潔
さ
せ
る
こ
と
で
種

(

5

)

 

植
で
き
、
阜
地
と
呼
ば
れ
、
牧
穫
は
比
較
的
少
な
い
。
前
套
の
地
な
ど
が
こ
れ
で
あ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
後
套
は
ア
ル
カ
リ
土
壌
で
あ
り
、

し
か
も
年
開
降
雨
量
が
一

0
0
1一一一
0
0
ミ
リ
・
メ
ー
ト
ル
、
年
間
蒸
費
量
が
二
、

0
0
0
ミ
リ

・
メ
ー
ト

ル
前
後
と
い
う
厳
し
い
乾
燥
気
候

(
6
)
 

の
下
で
は
、
水
が
な
け
れ
ば
土
地
は
荒
地
に
等
し
か
っ
た
。
後
套
で
は
、
「
水
田
一
畝
の
入
り
は
、
関
内
山
田
の
十
畝
に
抵
つ
ベ
し
」
と
言
わ

(
7

)
 

れ
、
荒
地
を
開
墾
し
縫
瓶
す
る
と
生
産
力
は
急
激
に
高
ま
っ
た
。
そ
れ
故
、
後
套
の
農
業
開
護
は
一
面
で
は
水
利
開
設
の
歴
史
で
も
あ
っ
た
。

さ
て
、
清
朝
は
理
藩
院
を
設
置
し
て
蒙
漢
分
割
統
治
の
中
央
機
関
と
し
、
蒙
古
族
に
劃
し
て
は
チ
ベ
ッ
ト
併
数
の
保
護
、
蒙
満
支
配
者
聞
の

婚
姻
(
公
主
降
嫁
)
、
間
位

・
歳
俸
の
授
興
及
び
年
班
(
参
親
交
代
〉
等
の
罵
康
政
策
を
寅
施
す
る
一
方
、
漢
族
に
劃
し
て
は
封
禁
政
策
を
寅
施
し

て
基
本
的
に
は
蒙
地
へ
の
移
民
を
禁
止
し
て
い
た
。
ま
た
蒙
古
の
軍
事
力
を
弱
瞳
化
さ
せ
る
た
め
、
蒙
旗
を
清
朝
と
の
政
治
的
関
係
の
疎
密
を

つ
は
砂
土
で
あ
り
、
河
水
の
浸
濯
が
不
用
で
、

基
準
に
し
て
、

将
軍

・
都
統
等
が
直
接
支
配
す
る
察
恰
爾
や
婦
化
城
土
黙
特
等
の
内
属
蒙
古
(
線
管
旗
)
と
、

盟
旗
制
を
採
用
し
て
蒙
古
族
が

- 40ー

軍
事
的
に
再
統
一
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
外
藩
蒙
古

(
礼
薩
克
旗
)
と
に
分
け
て
い
た
。
外
藩
蒙
古
で
は
封
建
領
主
制
H
封
建
自
治
が
行
わ
れ
て

お
り
、

そ
れ
は
清
末
新
政
(
西
太
后
新
政
、
第
二
次
洋
務
運
動
〉
下
の
蒙
地
の
部
分
的
報
教
(
奉
還

・
牧
用
)
に
際
し
て
、

督
緋
蒙
旗
墾
務
大
臣
の

胎
穀
が
、
「
雨
盟
〔
伊
克
昭
盟
と
烏
蘭
察
布
盟
〕
各
旗
の
地
は
、
皆
封
建
な
り
。
原
よ
り
察
恰
繭
等
の
慮
の
郡
勝
に
隷
う
者
と
は
、
情
事
依
か

乙
と

(

8

)

に
殊
な
れ
り
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
線
管
旗
と
比
べ
て
-
定
の
濁
自
性
を
も
ち
、
蒙
地
開
墾
に
抵
抗
し
て
お
り
、
蒙
地
の
報
ー数
は
清
朝
交

(
9
)
 

配
者
階
級
内
部
の
民
族
矛
盾
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
清
代
の
後
套
は
漢
人
に
と

っ
て
は
、
園
家
権
力
の
直
接
的
支
配

・

(m〉

牧
奪
の
及
ば
な
い
「
三
不
管
、
鞭
長
莫
及
」
の
無
法
地
帯
と
し
て
聞
か
れ
て
い
た
。

蒙
地
封
禁
政
策
も
内
地
の
経
済
的
牧
奪
と
政
治
的
抑
歴
に
さ
ら
さ
れ
る
漢
族
農
民
の
蒙
地
へ
の
移
民
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
清
朝
は
そ

(
江
〉

の
形
で
政
策
的
矛
盾
を
糊
塗
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。

の
都
度
現
朕
を
追
認
し

「
借
地
養
民
」

し
か
も
清
初
に
は
、

「
康
照
十
年
〔
一
六
七

ニ
後
、

口
外
〔
長
城
以
北
〕
始
め
て
開
墾
を
行
え
り
。

皇
上
は
方
を
多
く
し
て
人
を
遁
わ
し
、

之
に
樹
襲
を
教
え
し
め
、

叉
之
に
牛

・
種
を



ハ
ロ
)

給
す
を
命
ず
」
と
あ
り
、
漢
族
農
民
を
涯
遣
し
て
蒙
古
族
の
農
業
振
興
を
園
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
牧
畜
経
済
に
と
っ
て
も
食
料

と
し
て
の
穀
物
が
依
か
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
圏
内
統
一
の
遠
征
に
際
し
て
は
、
軍
糧
と
飼
料
の
現
地
調
達
の
必
要
か

ら
内
蒙
古
で
の
農
業
生
産
を
奨
勘
し
て
い
た
。
康
照
三
十
年
(
一
六
九
一
〉
の
第
一
次
ガ
ル
タ
ン
汗
遠
征
で
は
、
康
照

一一帝
は
理
藩
院
と
戸
部
に
、

「
漫
外
の
積
穀
は
甚
だ
重
要
な
り
。
人
を
涯
し
て
達
爾
河
、
呼
爾
河
の
和
席
刑
穆
倫
地
方
に
到
り
耕
種
せ
し
め
よ
。
:
:
:
其
の
特
粒
、
来
箱
、

(
臼
)

耕

牛

は

皆

預

備

せ

し

め

よ

」

と

示

識

し

て

い

た

し

、

「

郭

爾

多

斯

貝

勤

康
照
三
十
六
年
三
六
九
七
)
の
第
三
次
ガ
ル
タ
ン
汗
遠
征
で
は
、

〈

U
)

〔
窃
托
克
旗
〕
の
松
阿
剰
布
が
、
遺
内
の
漢
人
を
裂
し
て
蒙
古
人
と
一
同
に
耕
種
す
る
を
乞
う
た
」
の
に
封
し
、
そ
の
招
民
開
墾
を
許
可
し
て
い

る
。
嘗
時
は
河
套
の
漢
人
人
口
が
ま
だ
少
な
く
、
農
牧
矛
盾
を
惹
起
す
る
ま
で
に
は
至
ら
ず
、
清
朝
の
圏
内
統
一
過
程
で
は
軍
事
的
要
請
か
ら

も
封
禁
政
策
は
巌
格
に
は
寅
行
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
後
套
は
国
家
に
よ
る
直
接
的
な
政
治
的
支
配
と
経
済
的
牧
奪
の
及
ば
な
い
圏
内
植
民
地
で
あ
っ
た
の
で
、
漢
人
に
と
っ
て
は
比

較
的
自
由
に
経
済
活
動
を
展
開
で
き
る
空
間
で
あ
り
、
蔚
芽
的
利
潤
蓄
積
の
可
能
性
が
開
け
て
い
た
。
ま
た
一
面
で
は
、
内
蒙
古
は
内
地
の
封
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建
的
矛
盾
を
調
節
す
る
排
気
癖
と
し
て
の
機
能
を
も
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
。

蒙
漢
雨
族
の
経
済
的
交
流
は
、
戦
争
・
掠
奪
の
形
態
で
あ
れ
、
卒
和
的
交
易
で
あ
れ
、
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
し
、
明
代
に
は
フ
フ
ホ
ト

〈
舗
化
城
〉
附
近
で
は
漢
人
に
よ
る
農
耕
が
贋
く
行
わ
れ
て
い
た
。

清
朝
の
圏
内
統
一
に
よ
り
内
・
外
蒙
古
が
そ
の
版
固
に
入
る
と
、
最
初
に

「
五
原
の
工
一
商
業
は
清
朝
-
一
初
年
に
始
ま
り
、
嘗
時
一
商
人
の
ほ
と
ん
ど
が
山
西
商
一
人
で
あ
っ
た
。
綬

遠
の
大
聖
魁
、
包
頭
の
復
字
続
、
阿
桂
善
左
旗
の
群
太
隆
な
ど
は
い
ず
れ
も
清
朝
初
年
に
創
立
し
た
一
商
放
で
あ
り
、

後
套
に
や
っ
て
き
た
の
は
商
人
で
あ
っ
た
。

五
原
に
最
初
に
来
た
の
が

寓
和
長
で
あ
る
。
高
和
長
の
前
身
は
高
和
久
で
あ
り
、
康
照
年
聞
に
包
頭
に
創
立
さ
れ
て
お
り
、
財
頭
は
山
西
省
孟
鯨
の
充
姓
で
あ
っ
た
。
高

和
久
も
河
套
の
水
土
が
肥
沃
で
牧
畜
が
盛
ん
な
こ
と
に
目
を
つ
け
、
経
営
を
抜
大
し
蒙
古
交
易
を
す
る
た
め
に
、
康
照
年
聞
に
包
頭
か
ら
庖
員

(

日

〉

五
原
の
狼
山
北
麓
の
任
二
吃
旦
(
現
在
の
烏
位
特
中
旗
紅
旗
郷
一
帯
)
に
高
和
長
一
商
一
蹴
を
開
設
し
た
」
と
あ
る
。
山
西
商
人
は
清
軍
へ

を
涯
遣
し
、
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の
物
資
補
給
に
従
事
す
る
随
軍
貿
易
や
蒙
古
に
糧
食
・
茶
・
布
・
日
用
品
な
ど
を
供
給
し
蒙
古
特
産
品
と
交
換
す
る
蒙
古
貿
易
に
従
事
す
る
形
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で
後
套
に
進
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一商
人
は
旗
蒙
一
商
と
呼
ば
れ
、
後
に
彼
ら
の
中
か
ら
地
一商
と
呼
ば
れ
る
勢
力
が
出
現
し
て
く
る

の
で
あ
る
。

蒙
古
貿
易
で
は
、
蒙
民
の
馬
、
毛
皮
、
繊
毛
、
木
材
、
薬
材
(
甘
草
〉
、
藤
詰
等
と
按
蒙
一
商
の
油
、
酒
、
穀
物
食
料
〈
糧
食
)
、
題
、

茶
、
煙
草
、

砂
糖
、
綿
布
、

日
用
品
等
と
が
交
易
さ
れ
た
が
、

按
蒙
一
扇
一
の
掛
買
り
、

詐
欺
的
行
魚
や
不
等
債
交
換
に
よ
り
、

蒙
民
は
負
債
朕
態
に
陥
る
の

が
常
で
あ
司
た
。
と
り
わ
け
、
貨
幣
経
済
に
巻
き
こ
ま
れ
、

し
だ
い
に
者
修
な
生
活
に
染
ま
っ
て
い
司
た
蒙
古
王
公
貴
族
の
債
務
は
莫
大
な
も

の
と
な
っ
た
。
蒙
古
貿
易
に
占
め
る
糧
食
の
比
重
は
大
き
く
、
蒙
古
貿
易
の
護
展
に
つ
れ
て
、

よ
り
高
い
利
潤
を
求
め
る
放
蒙
一
商
の
穀
物
現
地

生
産
の
要
求
が
高
ま
っ
た
の
は
、
嘗
然
の
成
行
き
で
あ
っ
た
。
烏
控
特
三
公
旗
で
は
、
「
こ
の
部
〔
烏
蛇
特
部
〕
は
、

墾
事
最
も
先
ん
じ
、
乾
隆
三

十
年
〔
一
七
六
五
〕
、
聞
ち
沿
河
牧
地
を
勝
て
、
民
人
の
耕
種
に
私
租
す
。
五
十
七
年

〔
一
七
九
二
〕
、
商
人
の
二
高
雨
を
積
欠
す
る
を
以
て
、
佃
種

(
日
山
)

五
年
の
限
を
允
す
」
と
あ
り
、
乾
隆
三
十
年
に
は
早
く
も
蒙
古
支
配
者
層
に
よ
る
私
放
・
私
租
が
開
始
さ
れ
て
お
り
、
同
五
十
七
年
に
も
債
務
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二
高
雨
を
盾
に
五
年
聞
の

「
佃
種
」
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
嘗
時
蒙
古
人
は
漢
人
が
彼
ら
の
牧
場
を
破
壊
す
る
の
を
恐
れ
、
漢
人
の
耕

種
を
許
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
一
商
業
を
営
む
漢
人
は
、
蒙
古
人
に
封
し
て
皆
税
貨
が
有
り
、
同
時
に
蒙
古
人
も
食
料
の
供
給
を
必
要

(刊む

と
し
て
い
た
の
で
、
漢
人
が
そ
の
住
居
附
近
で
耕
作
す
る
の
を
許
し
た
。
後
套
の
耕
稼
は
こ
れ
よ
り
始
ま
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
蒙
地
を
租
種

し
た
の
は
従
来
か
ら
蒙
古
と
交
易
関
係
を
有
す
る
政
蒙
一商
で
あ
り
、
蒙
地
の
一
定
の
農
業
開
設
は
牧
畜
経
済
に
と
っ
て
も
客
観
的
要
請
で
あ

っ

た
。
糧
食
の
確
保
は
、
蒙
古
人
の
日
常
的
な
食
料
と
し
て
は
も
と
よ
り
、
雪
害
、
寒
波
な
ど
の
自
然
災
害
に
弱
い
牧
畜
鰹
済
の
不
安
定
性
を
補

う
上
で
も
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「套
外
の
地
勢
は
、

西
南
が
高
く
て
東
南
が
低
い
。
朔
査
す
る
に
、
康
照
以
前
、
河
は
北
道
を

行
き
誼
び
に
水
利
無
し
。
南
道
に
改
行
し
て
よ
り
、
蒙
古
は
始
め
て
素
よ
り
交
易
を
興
に
す
る
請
を
し
て
租
種
分
佃
せ
し
む
。
即
ち
黄
水
の
衝

(
刊
日
〉

刷
す
る
低
窪』随
所
に
就
き
、
利
に
因
り
便
に
乗
じ
て
渠
道
を
修
成
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
渠
道
の
開
撃
に
着
手
し
た
の
も
旗
蒙
一
商
で
あ
っ
た
。

農
業
・
水
利
開
設
は
嘗
初
は
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
・
た
が
、
黄
河
の
南
遜
が
確
定
し
た
後
、
一
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
渠
道
建
設
一
プ
ッ
シ
ュ
に

〈
塔
布
渠
、
長
済
渠
、
遁
済
渠
、
義
和
渠
、
沙
河
渠
、
豊
済
渠
、
剛
目
河
、
永
済
渠
)
を
中
心
と
す
る
人
工
濯
甑

入
り
、
清
末
に
は

「後
套
八
大
幹
渠」



網
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
圃
参
照
)
。

さ
ら
に
、
達
控
特
旗
に
お
い
て
も
、

「
道
光
八
年
〔
一
八
二
八
〕
、

達
並
特
才
士
口
〔
台
吉
〕
の
波
羅
塔
〔
卜
爾
塔
〕
地
方
は
、
債
項
を
抵
還
す
る

を
以
て

一
商
種
五
年
の
租
給
を
奏
准
す
。

-・・
・
・
・
其
の
後
相
泊
し
、

部
文
を
奉
じ
て
承
種
す
る
者
こ
れ
有
り
、

台
士
口
よ
り
私
放
す
る
者
こ
れ
有

り
、
各
廟
刑
輔
よ
り
公
放
す
る
者
こ
れ
有
り
。
開
墾
頗
る
多
く
、

(
凶
)

開
墾
す
」
と
あ
り
、

産
量
亦
た
盛
ん
な
り
。

-・・
・達
位
、

杭
蓋
〔
杭
錦
〕
亦
た
河
套
を
持
て
節
次

そ
の
後
の
大
規
模
な
農
業
開
震
の
引
き
金
と
な
り
、

こ
れ
に
伴
い
清
末
入
大
幹
渠
の
一
つ
で
あ
る
纏
金
渠
(
後
の
永
湾
渠
)
が
閉
塞
さ
れ
、
後
套
の
本
格
的
な
開
墾
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
清
末

窓

会

た

た

(

鉛

)

の
蒙
地
報
数
時
期
に
は
、
「
該
二
盟
〔
烏
蘭
察
布
盟
と
伊
克
昭
盟
〕
の
地
は
向
よ
り
沃
壌
を
稽
え
、
名
は
禁
墾
を
帰
す
も
、
買
は
則
ち
私
聞
な
り
」
、

(

氾

)

「
蒙
旗
の
放
地
は
、
私
招
の
者
が
多
く
、
奏
放
の
者
は
少
な
し
」
、
「
漢
民
の
私
墾
、
蒙
員
の
私
買
は
、
年
所
を
歴
て
有
り
。
惟
だ
一
た
び
官

(

m

“) 

櫛
に
帰
す
れ
ば
、
各
の
身
闘
を
便
ず
能
わ
ざ
る
を
恐
る
の
み
」
等
々
と
あ
り
、
蒙
古
支
配
者
層
の
私
放
・
私
租
に
よ
り
牧
地
の
可
耕
地
は
あ
ら

こ
れ
が
纏
金
地
ハ
後
套
西
北
部
〉
の
特
旨
開
放
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、

か
た
農
地
に
輔
換
し
て
い
た
。
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清
代
後
套
の
農
業
開
設
は
、
黄
河
の
南
遁
と
い
う
自
然
保
件
の
端
変
化
が
水
利
開
設
・
人
工
濯
概
の
可
能
性
を
も
た
ら
し
、
蒙
古
が
清
朝
の
版

圃
〈
圏
内
植
民
地
〉
に
入
り
、
盟
旗
制
度
と
封
禁
政
策
と
い
う
政
治
的
篠
件
の
下
で
漢
人
に
劃
す
る
園
家
権
力
の
直
接
的
牧
奪
が
及
ば
ず
、
さ
ら

に
蒙
古
貿
易
を
逼
じ
た
放
蒙一
一商と
蒙
古
支
配
者
層
と
の
私
的
な
土
地
貸
借
関
係
と
い
う
経
済
的
保
件
の
下
で
は
じ
め
て
推
進
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
放
蒙
商
か
ら
地
一
商
へ
の
設
展
、
す
な
わ
ち
商
業
と
土
地
の
結
合
の
具
瞳
的
内
容
は
、
渠
道
の
開
撃
と
土
地
の
開
墾
で
あ
り
、
そ
れ
は
商
業

利
潤
の
土
地

へ
の
投
下
、
土
地
資
本
の
形
成
・

蓄
積
で
あ
っ
て
、
よ
り
高
い
利
潤
H
剰
徐
債
値
の
麓
得
を
め
ざ
す
-
商
業
的
農
業
展
開
の
物
質
的

基
礎
と
な
司
た
。
清
代
内
豪
古
に
護
生
し
た
こ
の
よ
う
な
(
商
業
責
本
に
よ
る
一
商
業
性
の
高
い
民
間
農
業
開
衰
を
、
中
園
の
研
究
者
は
「
地
商
経

済
」
と
呼
ん
で
い
る
。
次
に
、
後
套
に
お
け
る
地
-
商
経
済
の
経
営
内
容
を
考
察
し
て
み
た
い
。

:419 
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地
一
商
の
農
業
経
営

「
先
ず
是
れ
達
旗
の
未
だ
放
墾
を
経
ざ
る
前
に
於
い
て
は
、

う
〉
。
老
郭
〔
通
諸
問
渠
〕
(
即
ち
責
悩
棲
〉
、
沙
河
、
義
和
(
即
ち
隆
興
長
〉
、
豊
湾
、
剛
目
各
盛
の
如
き
は
、
均
し
く
各
地
商
の
開
渠

・
租
種
の
地
と

〈お〉

帰
す
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
地
-商
の
農
業
経
営
は
ま
ず
蒙
地
の
包
租
(
一
括
請
負
承
租
)
と
開
渠
か
ら
着
手
さ
れ
た
。
た
だ
、
こ
の
史
料
で
は
地

商
は
単
な
る
土
地
，
ブ
ロ

ー
カ
ー
(
二
地
主
、
携
頭
〉
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
。
包
租
の
規
模
は
、
「
後
套
農
民
に
地
戸

・
種
戸
の
別
有
り
。
地
戸
は

ハ
M
)

少
な
く
も
亦
た
数
十
頃
な
り
」
と
あ
り
、
数
十
頃
か
ら
数
百
頃
に
及
ぶ
大
規
模
な
も
の
で
あ
?
た
。

即
ち
各
地
一
商
に
租
種
す
(
蒙
地
を
包
租
し
て
民
人
に
散
租
す
る
者
、
之
を
地
爾
と
謂

即
ち
地
一
一
商
な
り
。
毎
戸
数
百
頃
有
り
、

蒙
旗
の
土
地
所
有
闘
係
に
つ
い
て
は
、
本
来
、

「蒙
古
の
土
地
に
札
薩
克
〔
旗
長
〕
管
領
の
官
地
ハ
宮
地
は
必
ず
襲
爵
の
札
薩
克
に
授
く
)
有
り
、

官
欠
に
随
い
縛
移
す
る
者
有
り
)
有
り
、

札
薩
克
管
業
の
私
地
(
私
地
は
以
て
衆
子
に
分
か
つ
ベ
し
)
有
り
、

本
旗
共
有
の
公
地
有
り
、

(お〉

蒙
丁
領
受
の
牧
地
有
り
」
と
あ
り
、
札
薩
克
の
官
地

・
私
地
、
旗
共
有
の
公
地
、
蒙
員
(
貴
族
)
の
官
地

蒙
員
領
受
の
官
地
(
世
業
と
と
も
に
管
領
の
者
有
り
、
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及
び
蒙
民
の
牧
地
(
戸
口
一
地
〉
に
分
か
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、

質
際
に
は
王
公
貴
族
に
よ
る
官
地
・
公
地

・
戸
口
地
の
私
占
が
強
行
さ
れ
て
お

り
、
と
り
わ
け
遠
投
特

・
杭
錦
雨
旗
は
王
府
地
(
旗
署
、
管
盤
)
が
黄
河
の
南
(
前
套
〉
に
あ

っ
た
た
め
、
後
套
で
は
札
薩
克
の
規
制
を
受
け
る

こ
と
な
く
、
蒙
古
貴
族
は
蒙
地
を
地
一
商
へ
私
放

・
私
租
し
て
い
た
。
前
述
の
遠
投
特
旗
台
吉
が
領
受
す
る
纏
金
地
の
特
旨
開
放
も
私
租

・
私
墾

の
基
礎
の
上
に
、
現
買
を
追
認
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

ま
た
杭
錦
旗
に
お
い
て
も
、
「
杭
錦
旗
の
蒙
民
戸
口
地
は
、
向
よ
り
個
人
勢
力
の
大
小

は
か

を
以
て
、
受
地
多
少
の
標
準
と
篤
し
、
既
に
計
口
授
地
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
即
ち
物
を
稽
り
卒
ら
に
施
す
能
わ
ず
。
有
力
者
は
坐
し
て
菅
映
を

ハM
m
)

無
力
者
は
貧
し
く
立
錐
す
る
無
し
」

と
あ
る
よ
う
に
、

蒙
旗
支
配
者
層
が
一
般
牧
民
の
戸
口
地
を
粂
井
し
て
い
た
。

地
一
商
へ
の
包
租

享
け
、

は
、
こ
の
よ
う
な
蒙
旗
土
地
所
有
闘
係
の
慶
容
と
蒙
旗
内
部
の
政
治
的
力
関
係
を
背
景
に
し
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

せ
てさ
開て
墾(
す訂蒙
L'--'地

の
承
租
形
態
t土

乾
隆
年
聞

は

「
蒙
古
の
耕
地
は
頃
畝
を
計
ら
ず
、

只
だ
牛
具
を
計
る
の
み
。

:
・
:
向
よ
り
倶
に
意
に
任

と
あ
り
、

二
、
三
頭
の
役
畜
で
傘
耕
で
き
る
面
積
H
牛
具
(
牛
倶
〉
を
単
位
と
す
る
大
雑
把
な
も
の
で
、
漢
人
商一
人
が
自
由
に



開
墾
し
て
い
た
ブ

一
九
世
紀
後
半
に
至
っ
て
も
、

「4

該
旗
〔
逮
泣
特
旗
〕
の
出
租
地
畝
は
、
向
規
は
加
二
な
り
。
一
頃
二
十
畝
を
以
て
一
頃
と
箆

(
お
〉

す
。
此
の
頃
の
地
畝
は
、
向
規
の
加
二
に
照
ら
し
て
租
種
す
る
に
係
わ
る
」
と
あ
り
、
出
租
面
積
は
二
割
増
し
と
す
る
こ
と
が
従
来
の
慣
例
と

つ
ね

な
っ
て
い
た
。
租
額
の
算
定
に
は
、
「
後
套
蒙
旗
の
地
は
、
向
よ
り
各
一
商
戸
に
よ
り
便
に
任
せ
て
開
渠
、
湊
濯
、
租
種
す
。
毎
に
青
苗
肥
批
の

(

却

〉

時
に
於
い
て
、
蒙
旗
よ
り
員
を
涯
し
畝
数
を
丈
量
し
、
租
銀
を
枚
取
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
地
一
商
に
自
由
に
開
渠
、
濯
概
、
租
種
さ
せ
、
作
物

の
成
育
後
そ
の
年
の
作
附
面
積
を
寅
測
し
て
租
額
を
決
定
す
る
丈
青
法
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
定
額
租
で
は
な
く
、
作
物
成
育
の
貧
地
検
分
に
基

づ
く
「
時
租
」
あ
る
い
は
「
看
禾
議
租
」
の
範
時
に
属
す
る
算
定
法
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
出
租
し
て
も
開
墾
し
作
物
が
植
え
ら
れ
成
育
し

な
い
限
り
牧
租
で
き
ず
、
車
な
る
荒
地
H
出
租
地
に
土
地
責
本
が
投
下
さ
れ
て
は
じ
め
て
耕
地
H
牧
租
地
と
な
司
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
光

緒
二
十
七
年
(
一
九
O
一
〉
に
達
控
特
旗
の
憂
頭
梅
令
か
ら
剛
白
河
(
剛
懲
河
〉
色
蓋
地
を
承
租
し
て
そ
の
支
渠
色
蓋
渠
を
開
撃
し
た
高
喜
子

は

か

か

(

鈎

〉

「
毎
年
加
二
に
て
丈
地
し
、
地
丈
り
租
交
わ
し
、
須
く
短
欠
す
べ
か
ら
ず
」
と
あ
り
、
丈
圭
円
法
を
採
用
し
て
い

は
、
押
地
銀
五
百
爾
を
排
い
、

た
。
丈
育
法
は
水
利
濯
甑
の
不
安
定
な
土
地
で
採
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

蒙
租
に
は
丈
青
法
の
ほ
か
に
定
額
租
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

(
凱
〉

而
し
て
蒙
人
に
五
雨
を
分
給
す
」

「
地
商
の
蒙
地
を
承
租
す
る
や
、

輔
租
し
て
人
に
興
え
、

毎
頃
種
戸
の
租
銀
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二

、

三

十

雨

を

牧

め

、

清

末

に

は

蒙

租

は

一

頃

五

雨

ほ

ど

で

あ

り

、

内

地

と

比

べ

て

極

め

て

安

く
、
地
一
一
商
が
穂
租
す
る
場
合
は
、
漢
人
租
戸
か
ら
そ
の
四
J
六
倍
の
地
租
を
牧
取
し
て
い
た
。
定
額
租
の
一
例
を
寧
げ
る
と
、
達
位
特
旗
の
紅

頂
台
士
口
か
ら
蒙
古
人
阿
輝
氏
と
合
彩
で
烏
塊
布
隆
の
戸
口
地
を
「
樹
到
」
し
て
剛
目
河
支
渠
烏
塊
布
隆
渠
を
開
撃
し
た
蒙
古
人
余
三
並
臓
は
、

(
m
M
)
 

毎
頃
銭
八
千
文
と
嬰
粟
畑
の
物
租
と
し
て
生
阿
片
毎
畝
ニ
雨
を
梯
っ
て
い
た
。
蛍
時
、
後
套
の
銀
銭
レ

l
ト
は
銀
一
雨
が
銭
二
千
文
で
あ
っ
た

か
ら
、
こ
れ
は
毎
頃
銀
四
雨
に
相
場
回
す
る
。
た
だ
し
、
蒙
租
は
蒙
旗
が
地
一
一商
か
ら
借
金
や
買
掛
を
し
て
い
る
場
合
に
は
、
「
達
並
特
旗
が
商
一
民

の
借
貸
銀
項
を
一
該
欠
す
る
に
縁
り
、
道
光
五
年
〔
一
八
二
五
】
に
容
部
情
願
し
、
本
旗
後
套
纏
金
地
を
勝
て
銀
債
を
抵
還
す
る
こ
と
、
部
議
を

か

ぞ

(

お

〉

経
て
奏
奉
じ
た
り
。
:
:
:
歴
年
、
租
銀
の
抵
除
を
除
く
外
、
一
商
民
の
本
銀
五
寓
徐
南
を
欠
き
、
利
銀
は
未
だ
算
え
ず
。
還
す
べ
き
帳
有
り
」
と

と
あ
る
。
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み
え
る
よ
う
に
、

蒙
租
は
光
緒
三
十
年
〔
一
九
O
四
〕
に
至
る
ま
で
約
八
十
年
間
債
務
と
相
殺
さ
れ
て
支
携
わ
れ
て
お
ら
ず
、

こ
う
し
た
事
態
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も
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
丈
育
法
に
せ
よ
、
定
額
租
に
せ
よ
、
蒙
租
が
安
く
、
承
租
面
積
が
慶
大
な
こ
と
が
、
地
一
商
の
農
業
経
営
の
特
徴

の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
轄
租
し
た
場
合
、
地
一
商
は
な
ぜ
蒙
租
の
四
J
六
倍
の
地
租
を
取
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
、

戸
に
よ
り
自
開
す
。
九
そ
来
套
種
地
の
者
、
甫
め
て
地
を
得
る
を
鰹
て
、
先
ず
開
渠
を
議
し
、
支
別
涯
分
し
、
各
の
私
に
所
有
す
。
往
往
に
し
て

ろ
う
ひ

た

が

一
渠
の
成
、
時
は
或
い
は
需
つ
こ
と
数
十
年
に
至
り
、
款
は
或
い
は
臨
時
す
る
こ
と
十
徐
蔦
に
至
る
。
父
子
相
い
に
代
わ
り
、
親
友
共
に
替
め
り
。

而
も
己
成
の
渠
、
叉
必
ず
毎
歳
其
の
身
を
深
刷
し
バ
其
の
背
を
厚
増
す
る
を
以
て
す
。
其
の
流
動
充
満
し
て
祷
り
に
概
田
千
百
頃
に
至
る
者
、

主
ζ

と

(

鈍

〉

良
に
易
き
に
非
ざ
る
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
渠
道
の
開
撃
と
維
持
管
理
に
莫
大
な
責
金
が
投
下
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
地
一商
は
車
濁
で
、
あ

「
地
は
民
戸
に
よ
り
私
墾
し
、
渠
も
亦
た
民

る
い
は
合
彩
で
、
土
地
資
本
を
投
下
し
、
石
田
を
肥
沃
な
農
地
に
襲
え
、
土
地
の
用
盆
化
を
寅
現
し
た
。
そ
の
こ
と
が
、
一
方
で
は
高
率
地
租

の
牧
取
を
可
能
に
し
、
他
方
で
は
蒙
旗
と
の
土
地
貸
借
闘
係
H
永
租
権
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
し
た
。
地
商
一
は
蒙
古
に
押
租
を
支
携
い
、

永

- 46ー

遠
耕
種
、

出
放
震
業
」
、

「、
永
遠
耕
種
震
業
」

な
ど
と
租
地
約
に
記
さ
れ
る
永
租
権
を
手
に
入
れ
た
。

「、氷漬叫」

と
は
絶
買
と
同
じ
で
あ
り
、

蒙
古
地
主
に
は
回
贈
権
は
な
く
、

永
租
権
の
質
質
的
責
買
(
推
給
・
接
緋
)
が
行
わ
れ
た
。
こ
こ
ま
で
は
内
蒙
古
西
部
の
他
の
地
域
と
同
じ
だ

が
、
後
套
で
は
永
租
権
の
費
買
に
伴
い
蒙
古
に
過
約
銭
(
寅
買
契
約
承
認
料
〉

が
支
梯
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
司
た
。

例
え
ば
、
窪
錫
齢
(
震
繕
林
〉

は
光
緒
二
十
九
年
九
月
に
周
大
存
娃
が
推
給
し
た
遠
投
特
旗
色
蓋
地
を
接
耕
し
た
が
、
買
買
に
際
し
て
は
「
接
跡
地
費
銀
三
百
五
十
雨
、
蒙
古

(

お

)

過
約
銭
は
支
掛

っ
て
い
な
い
。

水
穫
(
水
腫
銀
)
五
十
雨
」
を
支
掛

っ
た
だ
け
で
、

『
欽
差
墾
務
大
臣
』

の
後
套
の
租
地
・
推
地
に
闘
す
る
史

料
に
も
、
温
約
銭
に
言
及
し
た
も
の
が
見
嘗
た
ら
な
い
。

「
水
曜
」
と
は
品
物
を
贈
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
開
渠
・
開
墾
の
初
期
に
漢
人
が

と
稽
し
て
贈
っ
て
い
た
心
付
が
そ
の
後
「
水
瞳
銀
」

れ
る。

こ
の
水
種
銀
を
過
約
錨
の
別
の
形
態
と
解
せ
な
く
も
な
い
が
、
少
な
く
と
も
後
套
に
お
い
て
は
永
租
権
の
貰
買
、
名
義
襲
更
に
伴
う
過

「
掛
人
情
」

(
謹
金
)
と
し
て
現
金
化
し
た
も
の
と
考
え
ら

蒙
古
に
「
人
情
」
あ
る
い
は

約
銭
が
、
清
末
に
至
っ
て
も
制
度
と
し
て
は
確
立
し
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
、
安
部
刷
康
治
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
開
化
城
土

献
特
や
河
口
鎮
西
方
の
黄
河
北
岸
に
あ

っ
た
準
鴎
爾
旗
河
套
地
に
お
い
て
は
、
土
地
の
自
由
な
移
動
を
拘
束
す
る
過
約
制
度
が
確
立
し
、
蒙
古



ま
た
後
套
と
同
じ
未
開
放
蒙
地
で
あ
る
準
鳴
爾
旗
河
套
地
で
は
、
承
租
に
伴
う
封
建

(お〉

的
諸
負
携
が
あ
り
、
蒙
古
貴
族
が
牛
倶
地
(
直
営
地
〉
・
吃
租
地
〈
出
租
地
〉
・
出
伴
種
地
(
分
種
地
〉
を
経
営
し
て
い
た
。
こ
の
遣
い
は
内
蒙
古
に

地
主
の
土
地
所
有
権
が
比
較
的
強
固
に
残
存
し
て
お
り
、

お
け
る
農
業
開
震
の
準
行
速
度
・
歴
史
的
形
成
過
程
の
差
異
、
農
業
匿
と
牟
農
牢
牧
匝
と
の
差
異
と
も
受
け
と
れ
る
が
、
後
套
に
お
い
て
は
蒙

古
の
土
地
所
有
権
が
名
目
化
し
、
地
一商
が
賓
質
的
な
土
地
所
有
権
H
業
主
権
を
獲
得
で
き
た
最
大
の
理
由
は
、
や
は
り
土
地
の
用
盆
化
の
貫
現

に
地
商
が
主
動
的
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
後
套
に
お
け
る
土
地
所
有
関
係
に
も
反
映
さ
れ
、
そ
の
特
徴
と
な
っ
て
い

た
わ
け
で
あ
る
。
以
上
で
蒙
古
と
地
一
商
と
の
基
本
的
な
経
済
関
係
、
土
地
所
有
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
と
思
う
が
、
次
に
地
-
商
の
存
在

形
態
と
経
営
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

義
和
国
運
動
の
敗
北
は
清
朝
に
上
か
ら
の
一
定
の
近
代
化
H
清
末
新
政
の
寅
施
を
徐
儀
な
く
さ
せ
た
が
、
そ
れ
は
内
蒙
古
で
は
財
源
確
保
、

漫
防
強
化
を
目
的
と
す
る
移
民
質
港
政
策
と
し
て
推
進
さ
れ
た
。
こ
の
政
策
に
は
土
地
私
有
制
度
の
確
立
、
土
地
の
一商
品
化
と
い
う
近
代
的
意

聞
も
込
め
ら
れ
て
い
た
が
、
結
果
的
に
は
そ
の
賓
施
過
程
で
頓
挫
・
中
断
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
清
朝
は
督
掛
蒙
旗
墾
務
大
臣
胎

穀
を
涯
遣
し
、

察
恰
爾
・
緩
遠
各
地
で
蒙
旗
か
ら
土
地
を
部
分
的
に
報
放
さ
せ
、

- 47-

民
聞
に
排
い
下
げ
る
政
策
(
土
地
丈
放
〉
を
寅
施
し
た
。

れ
に
よ
り
伊
克
昭
盟
と
烏
蘭
察
布
盟
に
お
い
て
も
各
蒙
旗
か
ら
蒙
地
が
部
分
的
に
報
殺
さ
れ
、
こ
れ
に
伴
い
地
一
商
が
閉
塞
し
た
渠
道
も
報
数
信
仰

公
さ
せ
ら
れ
、
渠
道
経
営
も
民
機
水
利
か
ら
官
掛
水
利
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
蒙
地
と
渠
道
の
報
殺
に
閲
す
る
史
料
が
内
蒙
古
自

治
匿
槍
案
舘
臓
の
『
欽
差
墾
務
大
臣
』
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
地
一
商
の
水
利
開
設
の
経
緯
や
農
業
経
営
の
朕
況
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き

る
。
筆
者
が
蒐
集
し
た
渠
道
報
数
申
請
八

O
件
の
集
計
に
よ
れ
ば
、
地
一
商
一
の
原
籍
剣
明
分
は
二

O
件
で
、
そ
の
内
需
は
山
西
八
、
映
西
三
、
直

ョ，

'-

隷
三
、
河
南
三
、
蒙
古
二
、
安
徽
一
と
な
っ
て
い
る
。
郊
省
の
山
西
、
映
西
を
主
と
し
、
中
に
は
退
役
軍
人
や
蒙
古
人
も
い
た
。
華
北
の
地
績

き
の
後
背
地
と
し
て
の
内
蒙
古
の
位
置
づ
け
を
示
し
て
い
る
。
後
套
に
居
住
す
る
こ
と
を
、
「
寄
佐
」
、
「
寄
居
」
と
言
?
た
り
、
租
地
約
、

蒙
約
ハ
蒙
古
文
の
租
地
約
〉
、
渠
固
な
ど
の
重
要
文
書
を
原
籍
に
保
管
す
る
地
一
商
一
も
お
り
、
原
籍
と
の
祉
舎
的
・
経
済
的
紳
の
強
さ
が
窺
え
る
。
渠

道
開
撃
の
創
建
者
が
剣
明
し
て
い
る
六
七
件
を
世
代
別
に
分
け
る
と
、
報
殺
者
本
人
が
三
七
、
父
が
一
五
、
祖
父
が
九
、
曾
-
組
が
一
、
租
先
・

423 
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先
人
が
五
と
な
っ
て
い
る
。

父
子
で
五
二
件
、

ほ
と
ん
ど
が

一
九
世
紀
後
半
に
開
撃
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
内
語
は
道
光
(
一
八
二
一

J
五
O
〉
が
二
、
威
豊
(
一
八
五
一

l
六
一
)
が
九
、
同
治
(
一
八
六
二
J
七
回
)

七
八
%
を
占
め
て
お
り
、

ま

た
開
撃
年
代
判
明
分
は
三
四
件
で
、

が
七
、

光
緒
(
一
八
七
五
J
一九
O
八
〉
が
十
六
で
、

や
は
り

一
九
世
紀
後
字
以
降
が
二
五
件
、
六
八
%
を
占
め
て
お
り
、
こ
の
時
期
が
渠
道
の

建
設
ラ
ッ
シ
ュ
に
嘗
た
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
報
殺
さ
れ
補
償
金
が
支
給
さ
れ
た
渠
道
は
幹
渠
と
大
支
渠
に
限
ら
れ
て
お
り
、
多

く
の
中
小
支
渠
、
子
渠
な
ど
は
報
放
の
針
象
に
す
ら
な
ら
な
か
プ
た
。

開
撃
形
態
に
は
盟
十
濁
開
撃
と
合
移
開
撃
が
あ
り
、
確
認
で
き
る
だ
け
で
合
彩
開
撃
に
係
わ
る
申
請
が
三

O
件
あ
り
、

か
な
り
の
比
率
を
占
め

租
到
」
と
呼
ぶ
も
の
が
一
九
件
、

て
い
る
。
こ
れ
は
渠
遁
開
撃
に
莫
大
な
資
金
を
要
す
る
こ
と
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。
承
租
の
呼
稽
か
ら
み
る
と
、
蒙
地
の
承
租
を
「
租
種
・

「
榔
到
・
向
掛
・
開
・
樹
有
・

自
掛
」
等
と
呼
ぶ
も
の
が
一
一
一
一
件
、

「
租
悌
・
掛
租
」
が
四
件
、

「
掛
種
」

が
四
件
、

「
推
給
接
加
」
が
七
件
の
計
六
五
件
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
地
一商
の
蒙
古
に
封
す
る
闘
係
、
す
な
わ
ち
地
一
商
が
蒙
古
か
ら
租
H

台、

ら

推
給
接
掛
(
賓
貿
)
以
外
は
蒙
地
の
承
租
に
伴
う
渠
道
開
撃
で
あ
っ
て

賓
質
的
に
は
同
じ
内
容
と
も
み
ら
れ
る
が

「
租
」
は
承
租
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永
租
権
、
緋
H
鰹
皆
様
、
種
H
耕
作
権
を
、
総
じ
て
業
主
権
を
取
得
し
た
こ
と
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。
入

O
件
す
べ
て
が
渠
道
の
報
始
以
で
あ
る

「
掛
」
は
開
設
経
営
に

「
種
」
は
耕
作
に
重
黙
が
あ
り
、
各
地
一
商
の
経
営
内
容
の
差
異
を
幾
分
か
は
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い

(
こ
の
黙
後
述
)
。

さ
て
、
地
一
商
の
農
業
経
営
の
寅
態
で
あ
る
が
、
「
向
来
、
蒙
地
を
承
関
す
る
人
は
名
づ
け
て
地
一
商
と
日
い
、
戸
総
と
日
ぅ
。
其
の
樹
事
地
方
は

(

幻

〉

地
局
と
日
い
、
打
手
を
養
い
軍
械
を
置
か
ざ
る
は
聞
く
、
弱
肉
強
食
、
動
も
す
れ
ば
輔
ち
字
斗
す
」
と
あ
り
、
ま
た
「
梢
資
本
の
有
る
者
は
、

蒙
旗
か
ら
地
段
を
包
租
し
、
自
ら
一
商
人
と
慌
し
、
牛
倶
を
安
設
し
、
名
づ
け
て
公
中
と
日
い
、
渠
を
溶
い
堰
を
修
め
、
河
水
を
引
き
以
て
濯
瓶

(

お

)
す
」
と
あ
る
。
地
一商
は
地
方
に
よ
っ
て
は
戸
総
と
も
呼
ば
れ
、
前
述
の
牛
棋
と
呼
ば
れ
る
小
村
を
配
置
し
、
そ
の
中
心
に
公
中
あ
る
い
は
地
局

と
呼
ば
れ
る
経
営
セ
ン
タ
ー
が
あ
っ
た
。
公
中
に
は
武
器
を
備
え
、
経
営
管
理
の
手
足
と
な
る
用
心
俸
が
い
た
。
こ
れ
は
官
治
が
行
き
届
か
な

「
地
一
商
の
覇
地
争
渠
、
率
衆
械
門
、
時
に
有
り
。
聞
く
所
、
殺
機
一
た
び
起
こ
る
や
、
家
を
駿
ち
て
惜
し
ま
ず
。
鹿
官
は
地
が
蒙

い
た
め
で
、



(
叩
却
〉

藩
に
属
す
る
に
因
り
問
わ
ず
。
百
姓
は
遠
慮
漫
限
に
因
り
、
相
率
い
て
妄
り
に
造
反
を
帰
す
。
弱
肉
強
食
の
世
界
、
蓋
し
由
来
す
る
か
」
と
あ

る
よ
う
な
水
と
土
地
を
め
ぐ
る
激
し
い
械
門
が
繰
り
か
え
さ
れ
、
社
合
的
に
不
安
定
な
朕
態
に
置
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
『
公
中
』
は
渠
道
を
管
理
す
る
組
織
で
あ
り
、

公
中
に
は
、

一
つ
の
公
中
で
い
く
つ
か
の
牛
倶
を
統
轄
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
名
稿
〔
牛
倶
と
公
中
〕
は
す
べ

て
開
墾
・
水
利
と
関
係
が
あ
る
。
公
中
に
は
い
わ
ゆ
る
『
胞
渠
的
』
が
お
り
、
水
路
を
貼
検
し
水
費
を
徴
牧
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
は

(

必

)

渠
主
の
指
園
を
受
け
て
お
り
、
用
心
棒
で
あ
る
」
と
あ
り
、
渠
道
と
牛
棋
を
管
理
す
る
機
能
が
あ
っ
た
。
ま
た
、

「
公
中
は
田
地
の
中
の
一
院

落
の
内
に
揮
設
し
、

『
掌
橿
的
』
を
設
け
て
一
切
の
事
務
を
管
理
す
る
。
別
に
工
頭
が
い
て
放
地
を
管
理
す
る
が
、
そ
の
権
力
は
掌
橿
的
に
超

え
て
お
り
、

一
般
佃
農
は
つ
ね
に
こ
れ
に
た
く
さ
ん
の
贈
り
物
を
す
る
。
『
先
生
』
は
記
帳
、
書
膿
等
の
事
を
管
理
す
る
。
毎
年
春
季
に
は
、

佃
農
の
公
中
に
年
始
に
来
る
者
は
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
績
い
た
。
従
前
に
は
九
そ
地
戸
の
民
刑
各
事
は
公
中
に
よ
り
裁
決
が
下
さ
れ
て
お
り
、

(
川
出
)

依
然
た
る
一
政
府
で
あ
っ
た
」
と
あ
り
、
公
中
は
地
面
の
牧
租
局
で
あ
り
、
私
的
裁
判
の
機
能
を
も
具
え
て
い
た
。
こ
の
他
、
集
荷
し
た
農
産

物
を
加
工
し
て
販
買
す
る
地
商
も
お
り
、
公
中
に
は
農
産
物
の
集
荷
・
配
迭
セ
ン
タ
ー
、
食
品
加
工
場
と
し
て
の
機
能
も
あ
っ
た
。

で
は
、
公
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中
経
営
の
生
産
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
衣
に
、
地
商
一
と
農
民
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「

後

套

は

地

方

摩

閥

、

其

の

来

を

負

い

て

来

た

る

者

は
、
皆
口
内
の
極
貧
の
人
に
て
、
耕
作
に
借
り
て
一
歳
の
計
を
矯
す
。
春
耕
の
時
は
、
聯
群
結
隊
し
て
来
た
り
、
秋
牧
の
後
は
車
載
嚢
負
し
以

ま
ず
後
套
に
お
け
る
漢
人
農
民
の
存
在
形
態
か
ら
み
て
み
よ
う
。

居
民
鮮
少
な
り
。

て
去
る
。
居
す
る
は
則
ち
支
棚
・
穴
土
に
し
て
、
去
る
は
則
ち
之
を
棄
つ
。
其
の
地
に
於
い
て
や
、
承
領
す
る
を
願
わ
ず
し
て
承
租
す
る
を
願

(
必
)

い
、
佃
と
震
る
を
願
わ
ず
し
て
傭
と
漏
る
を
願
い
、
今
年
は
此
を
耕
し
、
明
年
は
彼
を
耕
す
」
と
あ
る
。
後
套
は
人
口
密
度
が
低
く
、
光
緒
二

十
九
年
(
一
九
O
一
二
〉
に
は
五
原
鹿
が
設
置
さ
れ
た
が
、

そ
の
境
域
は
民
園
の
臨
河
・
五
原
・
安
北
・
固
陽
各
燃
に
跨
が
り
、

戸
口
加
上
の
定

住
人
口
は
二
高
八
千
人
弱
し
か
な
く
、
鉱
労
働
力
の
多
く
を
口
内
の
「
雁
戸
」
と
呼
ば
れ
る
「
春
来
秋
開
」
の
出
稼
ぎ
農
民
に
依
接
し
て
い
た
。
彼

ら
は
、
後
套
東
部
に
は
包
頭
鎮
の
者
が
、
中
部
に
は
山
西
の
河
曲
・
保
徳
と
快
西
の
府
谷
・
紳
木
の
者
が
、
西
部
に
は
甘
粛
の
漢
回
南
族
の
者

(
目
白
)

が
多
く
、
出
稼
ぎ
農
民
に
も
鄭
接
闘
係
か
ら
く
る
一
定
の
棲
み
分
け
が
あ
っ
た
。
彼
ら
は
土
地
を
購
入
し
て
自
作
農
と
な
る
よ
り
は
租
戸
と
な

425 
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る
こ
と
を
願
い
、

ま
た
佃
戸
と
な
る
よ
り
は
雇
農
と
な
る
こ
と
を
願
い
、
定
住
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

「
土
地
債
格
は
内
地
と
較
べ
て
低
廉

(
川
拙
)

な
る
こ
と
特
に
甚
し
。
:
:
此
の
項
の
団
地
は
均
し
く
須
く
小
支
渠
を
開
控
す
べ
し
。
放
に
地
債
を
除
く
外
、
費
す
所
向
多
し
」
と
あ
る
よ
う

に
、
地
債
は
安
い
が
、
本
来
極
貧
の
彼
ら
に
は
小
支
渠
の
開
撃

・
維
持
管
理
等
の
経
営
資
金
が
績
か
な
か
ア
た
の
で
、
承
領
と
承
租
の
選
揮
を

迫
ま
ら
れ
れ
ば
承
租
を
採
る
の
で
あ
る
。
ま
た

「
一
該
地
の
民
に
出
租
す
る
に
至
り
で
は
、
毎
年
地
敷
の
多
寡
に
定
ま
り
無
し
。
全
て
河
水
の

大
小
を
覗
て
衡
と
魚
す
。
如
し
河
水
暢
旺
の
年
に
遇
わ
ば
、
渠
遁
は
疎
通
し
、
湊
地
は
多
く
、
則
ち
租
地
自
ず
と
多
し
。
如
し
河
水
浅
小
の
年

(
必
)

に
遇
わ
ば
、
渠
水
は
充
暢
す
る
能
わ
ず
、
沿
渠
の
地
は
上
水
す
る
こ
と
易
か
ら
ず
、
溌
地
が
少
な
け
れ
ば
、
則
ち
租
地
自
ず
と
少
な
し
」
と
あ

る
よ
う
に
、
黄
河
の
水
量
に
よ
り
毎
年
の
濯
瓶
面
積
が
一
定
せ
ず
、
経
営
リ
ス
ク
が
古
向
か
っ
た
こ
と
も
承
領
を
龍
陪
さ
せ
る
大
き
な
原
因
で

あ
っ
た
。
佃
農
と
雇
農
の
選
揮
は
、
徒
手
空
拳
の
彼
ら
に
と
っ
て
、
経
営
資
本
の

一
部
を
負
措
す
る
佃
農
よ
り
は
身
一
つ
で
働
け
る
雇
曲
演
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
論
理
的
に
い
え
ば
、
租
戸
と
佃
戸
の
選
捧
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
佃
戸
を
採
っ
た
で
あ
ろ
う
。

出
稼
ぎ
農
民
は
そ
の
資
力
の
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朕
態
に
腔
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
献
労
働
形
態
を
選
揮
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
出
稼
ぎ
農
民
は
、
「
向
よ
り
渠
水
の
湊
地
を
覗
て
轄
移

ど

ζ

そ

ζ

(

日

間

)

を
矯
し
、
毎
年
何
慮
か
が
湊
過
す
る
と
、
即
ち
何
慮
に
移
り
耕
種
し
、
春
に
出
で
秋
に
信
仰
る
。
之
を
胞
主
円
と
謂
う
」
と
あ
り
、
毎
年
濯
瓶
さ
れ

(
U
)
 

た
肥
沃
な
耕
地
を
求
め
て
轄
々
と
す
る
「
胞
青
」
を
繰
り
か
え
し
た
。
後
套
の
諺
に
、
「
地
は
水
に
随
い
て
走
り
、
人
は
地
に
随
い
て
走
る
」

こ
う
し
た
献
況
を
表
現
し
て
お
り
、
農
業
生
産
に
お
け
る
渠
水
の
安
定
的
確
保
の
重
要
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

と
あ
る
の
は
、

以
上
か
ら
、
後
套
の
農
民
に
は
地
一
商
、
租
戸
、
佃
戸
及
び
雇
農
が
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
他
に
地
戸
と
呼
ば
れ
る
小
地
主
・
自
作

農
が
お
り
、

蒙
古
か
ら
直
接
土
地
を
承
租
し

自
ら
小
渠
を
開
撃
し
た
り
、

地
一
商
に
水
租
を
支
排
い
潅
概
用
水
の
供
給
を
受
け
る
農
民
で
あ

る
。
し
た
が
い
、

地
一扇一とは
土
地
の
経
営
面
積
か
ら
い
え
ば
大
規
模
な
地
戸
H
大
地
主
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
租
戸
は
地
一商
が
出
租
し
た
土
地

を
承
租
し
、
毎
年
前
述
の
毎
頃
銀
二
、
三
十
雨
の
定
額
租
を
支
排
う
か
、
あ
る
い
は
丈
育
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
家
屋
・
役
畜

・
農

具

・
種
子

・
肥
料
等
の
経
営
資
本
を
自
備
し
、
経
営
的
に
は
自
立
し
て
い
る
小
借
地
農
で
あ
り
、
定
住
者
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
佃
戸

か

「
蓋
し
、
河
套
佃
農
は
多
く
が
自
ら
牛
棋
を
購
い
、
大
地
主
の
田
地
を
租
り
以
て
生
を
営
む
。
終
年
辛
務
し
、
四
六
或
い
は
三
七
を
以
て

t土



(

必

)

地
主
と
分
根
す
」
と
あ
る
よ
う
な
分
盆
農
で
あ
り
、
察
件
ロ
爾
・
緩
遠
地
方
で
は
こ
れ
を
「
伴
種
」
と
言
っ
た
。
伴
種
で
は
佃
戸
は
経
営
資
本
の

一
部
を
自
備
し
て
お
り
、
そ
の
自
備
と
第
働
の
度
合
に
よ
り
主
佃
の
分
政
割
合
が
三
七
、
四
六
あ
る
い
は
折
牢
と
な
っ
た
。
そ
の
経
営
は
基
本

的
に
は
自
立
し
て
い
る
が
、

質
際
に
は
地
商
の
経
営
開
興

・
介
入
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
佃
戸
に
は
ま
た
、
「
種
戸
は
即
ち
菅
北
の
貧
民
な

す

す

か

り
。
毎
年
春
分
以
後
、
陸
績
と
前
み
来
た
り
、
地
を
領
し
耕
種
す
。
其
の
牛
・
種
・
依
倶
等
も
ま
た
皆
地
戸
よ
り
賃
り
、
秋
牧
の
後
、
獲
る
所

(
州
問
〉

の
糧
穀
は
、
租
税
を
納
む
る
の
外
を
除
き
、
其
の
絵
は
必
ず
賠
償
に
て
出
筈
し
以
て
時
計
と
作
す
」
と
あ
る
よ
う
な
生
産
手
段
の
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
を
地
一
商
・
地
戸
等
に
依
存
し
、
請
負
耕
作
に
従
事
す
る
種
戸
H
佃
農
も
お
り
、
こ
れ
を
「
大
伴
種
」
と
言
ア
た
。
大
作
種
で
は
種
戸
の
経

営
的
自
立
性
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
、
雇
農
と
ほ
と
ん
ど
饗
わ
る
と
こ
ろ
の
な
い
事
責
上
の
賃
務
働
者
で
あ
り
、
地
一
商
の
経
営
傘
下
に
入
り
、
そ

の
分
配
割
合
も
主
佃
六
回
、
七
三
、
八
二
等
と
地
一
商
の
取
り
分
が
多
く
な
っ
て
く
る
。
雇
農
は
地
一
商
の
直
営
地
に
お
け
る
農
業
務
働
者
で
あ

(

叩

)

り
、
長
工
・
短
工
・
日
工
の
匝
別
が
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

後
套
の
農
業
生
産
は
主
と
し
て
口
内
の
農
村
過
剰
人
口
を
基
盤
と
す
る
低
所
得
労
働
力
に
よ
っ
て
捨
わ
れ
て
い
た
が
、
農
業
生
産
の
基
礎
的

務
働
手
段
で
あ
る
渠
道
の
開
撃

・
改
修
も
や
は
り
彼
ら
に
よ
っ
て
捨
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
「
〔
漢
人
農
民
は
〕
傭
工
を
以
て
事
と
魚
し
、

(

日

)

渠
工
が
そ
の
多
数
を
占
め
る
」
と
あ
り
、
ま
た
「
工
人
は
皆
直
・
魯
籍
な
り
。
尤
も
天
津
を
以
て
最
多
と
震
し
、
毎
年
数
千
人
を
下
ら
ず
。
亦

(

臼

)

た
春
に
及
ん
で
至
り
、
一
専
ら
渠
道
を
修
洗
す
る
工
作
の
事
を
管
め
り
」
と
み
え
る
。
清
末
の
後
套
入
大
幹
渠
を
中
心
と
す
る
渠
道
濯
概
網
の
形

成
は
、
安
債
な
渠
工
務
働
力
を
投
入
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
ロ
内
か
ら
の
出
稼
ぎ
農
民
は
佃
農
(
伴
種
・
大
伴
種
)
・
雇
農
と
し
て
、
あ
る
い
は
渠
工
務
働
者
と
し
て
、
地
一
商
の
農
業
・
渠
道

経
営
の
州
労
働
力
を
構
成
し
て
い
た
。
彼
ら
は
土
地
に
緊
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
由
に
移
動
し
、
契
約
闘
係
を
自
由
に
取
り
結
び
、
身
分
的
隷
属

か
ら
も
基
本
的
に
は
解
放
さ
れ
て
お
り
、
務
働
力
一
商
品
の
販
買
に
よ
り
生
計
維
持
を
は
か
る
賃
献
労
働
者
、
季
節
第
働
者
と
し
て
の
性
格
を
色
濃

く
具
え
て
い
た
。
以
上
で
後
套
に
お
け
る
農
民
の
存
在
形
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
と
思
う
が
、
一
九
世
紀
後
字
以
降
の
渠
道
建
設
。フ
l
ム
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の
中
で
後
套
に
存
在
し
た
、
経
済
外
強
制
か
ら
解
き
放
た
れ
、
事
責
上
の
賃
第
働
者
に
轄
化
し
た
こ
れ
ら
農
民
を
そ
の
経
営
に
い
か
に
取
り
込
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む
の
か
が
、
個
々
の
地
一
商
の
瑳
展

・
衰
退
を
規
定
し
て
い
た
。
次
に
、

地
一
商
と
農
民
が
い
か
な
る
具
鐙
的
な
経
済
的
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
た

か
が
問
題
と
な
る
。

『欽
差
墾
務
大
臣
』
の
渠
道
報
数
史
料
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
地
一
商
は
開
渠
後
、
自
己
耕
種
(
雇
工
耕
種
〉
、
招
佃

・
招
彩
分
種
(
伴
穫
・
大
伴

種、、J

放
租
(
出
租
)
等
の
形
で
農
業
経
営
に
携
わ
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
史
料
を
仔
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、

そ
の
経
営
は
重
貼
の
置
き
所
に

よ
り
二
つ
に
大
別
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

土
地
ブ
ロ
ー
カ
を
志
向
す
る
者
と
、
一
商
業
と
農
業
を
結
合
し
農
業
の
直
接
的
経
営
を
志

向
す
る
者
で
あ
る
。

前
者
の
タ
イ
プ
を
示
す
史
料
に
は
、
地
一
商
徳
盛
永
(
任
燦
)
の
「
跡
地
自
り
以
来
、
渠
を
挑
り
績
を
打
ち、

工
本
を
花
費
し
、
源
地
を
湊
過
し
、

(

臼

〉

(

臼

)

出
租
耕
種
す
」
、
群
泰
源
(
奥
鮮
)
の
「
歴
年
、
湊
地
を
以
て
業
と
篤
す
」
、
義
合
輿
(
高
金
科
)
の
「
一
商
民
は
幼
き
自
り
開
渠

・
打
犠
を
経
理
す

(
日
〉

る
を
以
て
業
と
篤
す
。
此
の
外
に
別
に
一
能
無
し
」、

道
生
源
(
甑
鉦
〉
の
「
絡
に
事
が
成
る
と
難
も
、
銀
銭
紫
債
が
重
重
に
し
て
、
以
て
開
消

(

日

出

)

そ

そ

(

閉

山

)

い
か
ん
せ
ん
地
を
勝
て
花
戸
に
出
放
す
」、

得
勝
成
(
張
照
)
の
「
渠
を
挑
り
地
に
溌
ぎ
、

出
租
耕
種
す
」
等
々
が
あ
る
。
こ
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し
難
き
に
因
り
、

こ
れ
に
水
利
施
設
を
具
備
し
て
租
戸
や
小
経
営
の
地
戸
に
出
租
し
た
り
(
こ
の
場
合
、
地
戸
は
自

他
の
地
一
商

・
地
戸
の
承
租
地
を
鴻
濯
し
て
水
租
を
牧
取
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
地
租

・
水
租
の
牧
取
が
主
た
る
目
的

と
な
り
、
農
業
の
直
接
経
管
部
分
が
小
さ
く
、
牧
租
地
主
的
性
格
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
、
地
一
商
が
後
套
を
離
れ
城
居
で
も
す
る

よ
う
に
な
る
と
、
渠
遣
の
維
持
管
理
が
疎
か
に
な
り
、
改
修
・
維
持
管
理
費
用
を
受
盆
戸
に
押
し
つ
け
る
な
ど
し
て
、
時
と
と
も
に
寅
質
的
な

業
主
権

・
水
利
権
が
租
戸

・
地
戸
に
移
行
し
て
ゆ
く
傾
向
が
あ

っ
た
。
例
え
ば
、
徳
成
渠
の
地
戸
は
渠
道
維
持
費
を
立
替
え
て
お
り
、
渠
道
の

ま
い
ね
ん

へ

報
殺
に
際
し
て
は
、
「
地
戸
等
、
徳
明
堂

・
復
義
功

・
復
盛
西

・
劉
水
旺
は
徳
成
渠
に
在
り
て
租
銀
地
を
租
種
す
。
頻
年
耕
種
し
、
多
年
を
歴

た
い

て
有
り
。
・
:
該
一商
人
は
歴
年
渠
道
が
窪
塞
す
る
に
因
り
、
曾
て
地
戸
等
に
向
し
て
銀
銭

・
貨
物
を
支
取
し
、
渠
口
を
修
理
し
た
り
。
連
年
曾

れ
ら
は
、

蒙
古
か
ら
土
地
を
包
租

・
承
租
し

小
作
と
な
る
)

て
地
戸
に
向
し
て
支
取
し
た
根

・
銭
・
布
匹
等
の
項
は
、
日
集
月
田
盟
し
業
に
徐
金
有
り
。
倫
し
渠
費
が

一
旦
-
商
人
に
護
給
せ
ら
る
れ
ば
、

(

日

)

等
は
寓
に
討
要
し
難
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
報
数
補
償
金
〈
償
給
渠
費
〉
か
ら
の
逗
債
を
要
求
さ
れ
て
い
た
。

地
戸



後
者
の
タ
イ
プ
は
、
出
租
も
す
る
が
直
営
地
や
分
種
(
伴
種
、
大
伴
種
〉
に
重
黙
を
置
く
地
一
商
で
あ
り
、
商
業
活
動
を
展
開
し
な
が
ら
公
中
・

牛
倶
経
営
に
力
を
注
ぐ
在
地
経
営
者
で
あ
る
。
長
勝
渠
に
支
渠
を
有
す
る
徳
盛
永
(
任
燦
〉
は
、
「
小
的
の
祖
父
は
、
達
控
特
旗
廠
漢
他
控
奔

地
方
に
在
り
て
、
徳
盛
永
を
開
設
し
、
蒙
古
生
意
す
。
道
光
二
十
七
年
の
聞
に
於
い
て
、
徳
盛
永
は
債
銭
四
百
七
十
千
を
備
え
て
立
約
し
、
張

た

ね

ん

〈

回

)

謹
有
の
地
渠
一
段
を
接
到
し
、
耕
種
す
る
こ
と
有
年
な
り
」
と
あ
り
、
張
連
有
か
ら
土
地
と
渠
道
を
買
い
入
れ
、
蒙
古
貿
易
と
農
業
経
営
を
結

し
よ
う
ば
い
(

ω

)

合
し
て
い
た
。
黄
河
か
ら
土
黙
爾
渠
を
合
彩
開
撃
し
た
李
振
海
も
「
貌
羊
地
に
寄
居
し
、
一
商
農
生
理
」
し
て
お
り
、
老
郭
渠
(
通
済
渠
)
の
四
大

し
よ
う
ば
い
(
臼
〉

股
の
一
人
劉
保
小
子
(
公
金
源
)
も
「
小
民
の
先
人
は
後
套
に
在
り
て
公
盆
源
牛
倶
を
設
立
し
生
意
」
し
て
い
た
。
恰
善
地
の
房
院
・
油
房
・
家

し
よ
う
ば
い

具
・
器
具
等
を
報
殺
し
た
粛
世
維
は
、
「
小
的
は
数
世
嘗
一
商
し
、
居
家
は
此
の
地
渠
に
頼
っ
て
生
活
す
。
今
己
に
全
て
報
殺
を
行
い
、
此
を
捨

(
臼
〉

て
て
再
び
他
業
無
し
」
と
あ
り
、
商
業
と
農
業
・
手
工
業
を
品
兼
営
し
て
い
た
。
黄
河
か
ら
開
口
の
貌
鳳
山
東
西
二
渠
を
報
殺
し
た
競
鳳
山
は
、

(
臼
)

「
遁
年
来
、
溝
、
過
の
地
は
、
或
い
は
自
己
耕
種
し
、
或
い
は
招
彩
・
放
租
す
」
と
あ
り
、
在
地
で
の
直
接
経
営
を
志
向
し
て
い
た
。
五
原
鯨
の

前
身
で
あ
る
陸
輿
長
(
本
来
一
商
践
で
あ
っ
た
も
の
が
後
に
地
名
と
な
っ
た
)
を
築
い
た
軍
人
出
身
(
記
名
総
兵
)
の
郭
向
築
は
、
合
彩
開
撃
の
和
合
源

で
ん
の
・
ヲ

三
渠
を
報
殺
し
た
が
、
「
去
歳
〔
光
緒
三
十
年
〕
分
局
〔
の
設
置
〕
自
り
以
来
、
牛
棋
の
彩
四
十
徐
人
有
る
は
分
局
が
牧
留
し
、
放
水
鴻
地

(

臼

)

(

臼

)

す
」
と
あ
り
、
ま
た
阜
恒
輿
渠
の
支
渠
を
報
殺
し
た
高
四
は
「
〔
墾
務
局
の
〕
勘
験
丈
明
を
蒙
思
し
、
一
商
民
は
旋
で
即
ち
牛
倶
を
棄
て
た
」
と
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あ
る
よ
う
に
、
中
に
は
墾
務
局
の
渠
道
牧
用
に
よ
り
牛
倶
経
営
を
縫
績
で
き
な
い
地
一
商
も
い
た
。

こ
の
よ
う
に
農
業
の
直
接
的
経
営
を
行
う
地
一
商
に
は
表
、
退
す
る
者
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
中
か
ら
一
商
業
と
農
業
を
結
合
し
て
渠
道
経
営
に
成
功

し
、
商
業
的
農
業
展
開
の
推
進
力
と
な
る
地
一
商
が
出
現
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
渠
道
建
設
を
挺
と
し
て
商
業
的
農
業
を
展
開
し
た
有
名
な
地

一
商
に
は
、
錦
繍
堂
〈
陳
金
生
ま
た
は
陳
四
〉
、
郭
維
綱
、
王
同
春
等
が
お
り
、
と
り
わ
け

E
大
地
一
一
商
と
な
っ
た
王
同
春
が
そ
の
典
型
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
地
一
商
経
済
の
地
一
商
経
済
た
る
所
以
は
、
農
業
の
直
接
的
経
営
に
よ
る
一
商
品
穀
物
の
生
産
が
一
商
業
交
易
と
結
合
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で

あ
る
。
農
業
の
直
接
的
経
営
と
い
う
貼
だ
け
で
み
れ
ば
、
前
述
の
準
噂
爾
旗
河
套
地
の
蒙
古
貴
族
で
さ
え
雇
農
・
佃
戸
・
租
戸
に
よ
る
直
接
的

経
営
を
行
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
貨
殖
を
目
的
と
す
る
前
近
代
的
寄
生
地
主
で
し
か
な
か
っ
た
。
衣
に
、
地
一
商
経
済
の
も
う
一
つ
の
特
徴
で
あ
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る
一
商
業
的
側
面
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

地
一商
経
済
の
展
開

前
述
し
た
よ
う
に
、
後
套
に
お
け
る
農
業
開
裂
の
動
機
は
、
蒙
古
貿
易
の
嬢
大
、

よ
り
多
く
の
一
商
業
利
盆
の
獲
得
に
あ
っ
た
。
蒙
古
特
産
品

目
用
雑
貨
口
間
以
外
に
大
量
の
糧
食
が
必
要
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
蒙
古
人
の
常
食
と
な
っ
て
い
た
鹿
子

内
地
か
ら
の
糧
食
供
給
に
は
あ
ま
り
に
も
運
轍
コ
ス
ト
が
か
か
り
す
ぎ
た
の
で
、

し
か
し
、

現
地
生
産

を
大
量
に
市
場
に
引
き
出
す
に
は
、

(
う
る
ち
黍
)
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

が
追
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

後
套
に
お
け
る
農
業
生
産
は
蛍
初
か
ら
販
買
を
目
的
と
す
る
一
商
品
穀
物
の
生
産
を
目
標
と
し
て
い

た
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
渠
道
の
開
盤
で
あ
る
。

ア
ル
カ
リ
性
土
壌
の
石
田
を
濯
概
す
る
と
、
生
産
力
は
関
内
山
田
の
十
倍
へ
と
飛
躍
的

に
高
ま
司
た
。
後
套
の
「
渠
道
大
王
」
と
言
わ
れ
た
王
同
春
が
、

河
が
北
岸
に
溢
れ
、
水
勢
が
奔
騰
し
て
塔
布
河
一
道
を
沖
成
し
、
墾
戸
は
引
水
濯
甑
し
、
頗
る
其
の
利
を
得
た
り
。
是
に
於
い
て
渠
遁
開
通
の

(
邸
)

思
想
を
震
動
す
」
と
述
懐
し
て
い
る
よ
う
に
、

「清
初
葉
に
は
向
溝
渠
の
計
董
無
し
。
道
光
三
十
年
〔

一
八
五
O
〕
に
迄
ん
で
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一
八
五

O
年
黄
河
の
洪
水
で
塔
布
河
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
、
そ
れ
ま
で
の
天
然
小
河
を
つ
な

ぎ
合
わ
せ
た
筒
畢
な
河
化
渠
道
か
ら
本
格
的
な
人
工
渠
道
開
撃
へ
の
蒔
機
と
な
り
、
渠
道
建
設
ブ

1
ム
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し

て
、
商
業
資
本
に
よ
る
渠
道
の
建
設
が
農
業
生
産
力
を
高
め
、
糧
食
生
産
が
商
業
の
規
模
を
援
大
し
、
清
末
に
は
後
套
は
一
大
穀
倉
地
帯
へ
と

設
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

清
末
に
至
る
と
、

(

町

〉
た
」
と
あ
り
、
ま
た
「
牛
棋
は
根
食
を
牧
穫
す
る
と
、
即
ち
黄
河
由
り
包
頭
、
河
曲
、
積
口
一
帯
に
運
赴
し
行
錯
す
。
精
も
儲
蓄
を
事
と
す
る

(

伺

)

を
肯
ん
ぜ
ず
、
利
を
獲
る
こ
と
太
だ
易
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
全
く
の
商
品
生
産
で
あ
り
、
内

・
外
蒙
古
と
の
糧
食
貿
易
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、

「
後
套
は
一
大
穀
倉
で
あ
り
、
生
産
さ
れ
た
糧
食
は
、
外
蒙
濁
立
前
に
は
該
地
へ
販
賀
さ
れ
る
の
が
毎
年
五
十
高
石
あ
司

ま
た
黄
河
水
運
の
流
通
ル

l
ト
に
乗
っ
て
内
地
や
寧
夏
へ
も
販
賀
さ
れ
て
お
り
、
後
套
が
糧
食
の
一
大
供
給
基
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

王
同
春
の
場
合
、
全
盛
期
に
は
荒
地
二
高
七
千
頃
徐
り
を
開
墾
し
、
熟
土
八
千
六
百
頃
徐
り
を
耕
穫
し
、
二
十
八
の
公
中
、
七
十
蝕
り
の
牛
倶



を
組
織
し
、
毎
年
長
工
・
短
工
千
人
蝕
り
を
雇
傭
、
彼
の
た
め
に
耕
作
す
る
佃
戸
は
敷
寓
人
、
年
牧
糧
食
二
十
三
高
石
徐
り
、
さ
ら
に
年
牧
地

租
銀
十
七
寓
雨
、
耕
牛
千
頭
徐
り
、
場
牛
二
千
百
頭
飴
り
、
開
腕
馬
千
七
百
頭
徐
り
、
羊
十
二
高
頭
徐
り
、
賂
駐
五
百
頭
儀
り
を
飼
育
し
、
牛
馬

(
印
)

大
事
二
百
輔
徐
り
を
所
有
し
て
い
た
と
言
う
。
少
し
敷
字
が
大
き
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
雇
農
と
佃
戸
に
よ
る
直
接
的
生
産

と
物
租
の
年
牧
糧
食
二
十
三
高
石
蝕
り
と
出
租
に
よ
る
年
牧
地
租
銀
十
七
寓
雨
が
、
公
中
・
牛
領
経
営
に
よ
り
掌
握
さ
れ
て
お
り
、
地
商
は
さ

な
が
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
農
場
主
、
農
業
資
本
家
の
親
を
呈
し
て
い
る
。
糧
食
生
産
の
護
展
を
可
能
に
し
、
糧
食
貿
易
を
内
外
蒙
古
か
ら
内
地
に
ま

で
旗
大
さ
せ
た
最
大
の
篠
件
は
、
も
ち
ろ
ん
渠
道
の
開
撃
と
渠
道
経
営
の
安
定
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
他
に
も
い
く
つ
か
の
圏
内
的
保
件
が
あ
っ

た

ま
ず
第
一
に
、
地
一
商
経
済
が
農
場
型
大
地
主
に
よ
る
粗
放
農
業
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
乾
燥
農
業
で
あ
っ
て
も
、
華
北
畑
作
地
帯
は

一
般
に
人
口
に
比
し
て
可
耕
地
が
少
な
く
、
そ
の
農
業
は
経
営
規
模
が
小
さ
く
、
人
格
的
・
身
分
的
隷
属
関
係
の
な
い
拙
労
働
力
が
過
剰
に
存
在

(

初

)

し
、
貨
幣
経
済
化
し
た
自
然
経
済
祉
舎
の
中
で
行
わ
れ
る
生
計
維
持
を
目
的
と
し
た
零
細
小
農
的
一
商
品
生
産
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
比
べ
圏
内
植

民
地
と
し
て
の
内
蒙
古
後
套
は
、
土
地
が
賢
く
て
人
口
が
少
な
く
、
そ
の
農
業
は
経
営
規
模
が
大
き
く
、
事
責
上
賃
州
労
働
者
化
し
た
内
地
の
出

稼
ぎ
農
民
を
吸
牧
し
、
土
地
資
本
の
投
下
に
よ
っ
て
剰
徐
債
値
の
獲
得
を
目
的
と
す
る
商
品
生
産
で
あ
っ
た
。
こ
の
州
労
働
力
と
労
働
手
段
・
第

働
劉
象
の
編
成
の
差
異
が
、
農
業
の
生
産
様
式
を
異
な
る
も
の
に
し
た
の
で
あ
る
。
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一
九
世
紀
後
牟
華
北
に
多
裂
し
た
自
然
災
害
や
疫
病
が
、
後
套
に
圏
内
市
場
と
努
働
力
を
提
供
し
た
。
後
套
と
関
わ
る
主
な
災
害

を
拾
っ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
同
治
八
年
〔
一
八
六
九
〕
、
口
外
に
俸
染
病
が
流
行
、
開
化
城
は
と
く
に
ひ
ど
く
、
城
郷
の
交

通
が
断
絶
し
た
。
光
緒
三
年
〔
一
八
七
七
〕
、
口
外
語
醸
は
皐
害
で
畿
餓
が
護
生
、
準
喝
爾
旗
で
は
斗
米
が
制
銭
千
八
百
文
と
な
っ
た
。
光
緒
五

年
〔
一
八
七
九
〕
、
山
西
の
陽
曲
等
三
十
臆
瞬
で
皐
害
、
水
害
、
君
・
霜
の
害
が
護
生
し
た
。
光
緒
十
七
、
十
八
年
(
一
八
九
て
九
二
〕
、
華
北

一
帯
に
二
年
連
績
の
大
皐
害
が
護
生
し
、
十
七
年
に
は
口
外
各
麗
は
不
作
で
糧
債
が
暴
騰
し
、
十
八
年
に
は
口
外
の
糧
債
は
粗
糧
が
一
斗
銭
三

八
百
文
が
千
八
百
文
に
な
り
、
杭
錦
旗
で
は
膿
子
が
一
石
銀
五
雨
と
な
っ
た
。
光
緒
二
十
六

第
二
に
、
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百
文
で
あ
っ
た
の
が
四
倍
に
、
小
褒
は
一
斗
七
、
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口
外
諸
鹿
は
雨
が
降
ら
ず
早
霜
、
蒙
旗
の
米
債
は
一
斗
銀
七
、
八
銭
と
な
っ
た
等
々
で
あ
り
、
こ
の
他
に
も
小
規
模
な
災
害

〈
冗
)

が
し
き
り
に
費
生
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
背
景
に
地
一
商
の
(
商
業
活
動
は
、
「
晩
清
の
同
治
・
光
緒
年
間
、
・
・
:
五
原
に
は
郭
老
大
爺
(
郭
向
策
)
が

年
〔
一
九
O
O〕、

仏
市
投
喝
爾
河
(
義
和
渠
の
前
身
〉
東
畔
の
贋
場
に
開
設
し
た
六
成
行
し
か
な
く
、
皮
毛
作
坊
を
粂
管
し
、
営
時
河
套
の
城
郷
市
場
を
聾
断
し
て
い

た
。
一
八
七
九
年
前
後
、
彼
が
創
設
し
た
隆
興
長
は
蒙
漢
買
買
が
極
盛
と
な
り
、
東
は
天
津
、
西
は
寧
夏
に
至
り
、
長
城
内
外
の
各
大
要
陸
に

(η) 

は
す
べ
て
分
競
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
時
期
、
河
運
、
駄
運
を
通
じ
て
内
地
に
大
量
の
根
食
を
運
錯
し
、
暴
利
を
牟
取
し
た
」
と
あ
り
、
活
況

を
呈
し
て
い
た
。
ま
た
王
同
春
は
、
光
緒
十
八
年
の
華
北
大
田
干
越
で
は
、
快
北
、
耳
目
北
の
各
府
州
豚
に
糧
食
二
高
五
千
石
徐
り
を
運
錯
、
北
京

に
糧
米
一
高
石
徐
り
を
指
輪
し
、
光
緒
二
十
七
年
の
耳
目
綬
、
険
北
地
匿
の
皐
魅
で
は
、
山
西
各
地
に
一
高
二
千
石
徐
り
、
北
京
に
六
千
石
徐
り

の
糧
食
を
販
貰
し
、
伊
克
昭
盟
都
托
克
旗
と
は
糧
食
七
千
石
を
皮
毛
と
交
換
し
て
包
頭
で
買
り
捌
き
、
光
緒
三
十
年
に
は
緩
遠
兵
備
道
を
通
じ

(

m
日

)

清
朝
に
六
千
石
を
販
買
し
太
原
に
納
入
し
て
い
る
。
災
害
護
生
に
よ
る
穀
債
の
高
騰
が
地
一商
の
農
業
生
産
を
刺
戟
し
、
糧
食
の
地
域
的
圏
内
市

の
擁
大
再
生
産
に
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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場
を
抜
大
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
糧
食
の
販
買
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
利
盆
が
渠
道
の
建
設

・
維
持
に
再
投
資
さ
れ
、
一
商
品
穀
物

ま
た
災
害
の
護
生
は
安
債
な
大
量
の
渠
工
務
働
力
の
供
給
を
可
能
に
し
た
。

ロ
内
の
農
村
過
剰
人
口
は
、
後
套
に
と
っ
て
豊
富
な
州
労
働
力
の

供
給
源
で
あ

っ
た
。

後
套
に
定
住
す
る
農
民
も
、

「
河
套
に
寄
居
す
る
漢
民
は

本
省
〔
山
西
〕
の
保
徳
・
河
曲
二
州
鯨
の
人
を
以
て
多
と
魚

す
。
次
は
則
ち
快
西
府
谷
懸
の
人
な
り
。
再
び
衣
は
乃
ち
直
隷
・
河
南
の
人
な
り
。
大
率
皆
静
手
好
関
の
徒
に
し
て
、
籍
に
在
り
て
は
以
て
生

(

九

)

を
謀
る
こ
と
無
く
、
流
腐
し
此
に
到
る
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
本
来
口
内
各
省
か
ら
の
移
民
で
あ
っ
た
し
、

「
春
出
秋
開
」
の
出
稼
ぎ
農
民
も

口
内
の
貧
苦
の
農
民
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
加
え
て
災
害
が
護
生
す
る
と
大
量
の
被
災
民
・
犠
民
が
生
み
出
さ
れ
、
食
を
求
め
て
後
套
に
押
し
寄

せ
た
。

そ
れ
は
災
害
時
に
あ
っ
て
も
後
套
の
農
業
が
渠
道
濯
瓶
に
よ
り
比
較
的
安
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
「
光
緒
十

み

の

り

ほ

ど

歳
は
大
畿
な
り
。
慨
き
て
糧
六
千
石
を
出
し
て
之
を
賑
こ

王
同
春
な
ど
は

地
方
は
凶
を
告
ぐ
。

か

ぞ

(

万

)

し
、
人
を
活
か
す
こ
と
算
う
無
し
」

七
、
十
八
雨
年
、

慨
き
て
糧
寓
徐
石
を
出
す
。

二
十
七
年
、

と
あ
る
よ
う
に
、

災
害
が
護
生
す
る
度
に
被
災
民
を
賑
値
(
施
し
粥
)
す
る
と
同
時
に

彼
ら
を
最
も
安



債
な
第
働
力
と
し
て
渠
道
の
開
撃
・
改
修
に
投
入
し
た
。
被
災
民
の
賃
金
は
振
他
と
交
換
で
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
逼
常
の
場
合
で
も
渠
工
努

ち
ん
ぎ
ん

働
者
の
賃
金
は
、
「
従
前
、
地
商
の
工
を
招
き
渠
工
を
修
控
し
て
給
す
る
所
の
工
資
は
、
多
く
は
米
・
麺
・
茶
・
布
等
の
物
を
以
て
債
と
作

あ

(

刊

山

〉

し
、
相
抵
つ
。
蓋
し
、
套
地
に
は
並
び
に
市
塵
無
く
、
貨
物
の
日
用
に
必
需
す
る
所
と
漏
れ
ば
な
り
」
と
あ
り
、

「
以
貨
抵
工
」
の
現
物
支
給

方
式
で
穀
物
や
日
用
品
が
支
排
わ
れ
て
い
た
。
後
套
で
は
貨
幣
流
通
量
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
農
業
と
商
業
の
成
果
を
原
債
で
投
入

す
る
こ
と
で
渠
道
経
費
を
最
低
限
に
切
り
詰
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
圏
内
の
地
域
的
な
商
品
市
場
と
第
働
力
市
場
の
形
成
・
蹟
大
が

地
苗
経
済
の
背
景
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

地
一
商
経
済
の
瑳
展
を
規
定
し
た
篠
件
に
は
、
こ
れ
ら
圏
内
的
保
件
の
ほ
か
に
、
園
際
的
保
件
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
皮
革
・
皮
毛
の
世
界
一
商

品
化
で
あ
る
。
蒙
古
貿
易
で
糧
食
と
交
易
さ
れ
た
の
は
、
皮
革
・
皮
毛
、
牲
畜
、
薬
材
な
ど
の
蒙
古
特
産
品
で
あ
り
、
糧
食
は
皮
革
・
皮
毛
を

圏
内
市
場
へ
供
給
す
る
だ
け
で
な
く
、
世
界
市
場
へ
参
入
さ
せ
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
し
、
二
O
世
紀
に
入
る
と
中
園
の
皮
革
・
皮
毛
検
出

は
急
増
し
、
一
躍
世
界
一
商
品
と
な
っ
た
。
一
八
六
O
年
の
天
津
開
港
に
伴
い
、
早
く
も
光
緒
入
、
九
年
〔
一
八
八
二
、
八
一
ニ
〕
頃
か
ら
洋
行
(
外

〈

竹

)

闘
一
商
社
)
が
羊
毛
買
付
の
た
め
天
津
か
ら
包
頭
へ
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
中
園
の
皮
革
・
皮
毛
稔
額
は
、
光
緒
二
年
〔
一
八
七
六
〕

に
は
三
十
一
高
海
開
雨
、
土
貨
捻
出
総
額
の
わ
ず
か

0
・
四
%
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
光
緒
三
十
一
年
〔
一
九
O
五
〕
に
は
二
、
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ノ¥

首
問
海
開
雨
、
寅
に
静
脈
出
穂
額
の
一
一
・
五
%
を
占
め
る
に
至
っ
て
お
り
、
二
O
世
紀
初
頭
に
は
稔
出
総
額
の
一

O
%
前
後
を
占
め
る
大
宗
に
成

長
し
て
い
た
(
〈
表
〉
参
照
〉
。
茶
や
生
糸
な
ど
の
中
園
の
主
力
轍
出
荷
一
品
が
、

一
八
八
二
年
か
ら
八
三
年
に
か
け
て
ア
ジ
ア
域
内
で
の
競
争
力
を

後
退
さ
せ
る
中
で
、
皮
革
・
皮
毛
は
量
・
額
と
も
に
増
大
し
、

西
洋
諸
園
へ
皮
革
製
品
や
毛
織
物
の
原
料
を
供
給
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
皮
革
の
大
半
は
ア
メ
リ
カ
へ
の
供
給
で
あ
り
、
生
牛
皮
が
最
も
多
く
、
山
羊
皮
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
天
津
・
漢
口
・
重
慶
か
ら

民
園
四
年
ご

ま
た
債
格
も
上
昇
し
、

験
出
さ
れ
て
い
た
。
皮
毛
で
は
羊
毛
が
大
牢
で
、
光
緒
三
十
一
年
に
は
皮
毛
稔
出
の
う
ち
羊
毛
が
六
O
七
高
海
閥
雨
を
占
め
、

九
一
五
〕
に
は
前
年
比
六
六
%
増
の
一
、

一
九
三

0
年
代
に
は
中
園
の
羊
毛
は
専
ら
ウ
l

(
刊
叩
)

ル
・
カ
ー
ペ

ッ
ト
の
原
料
と
し
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
ア
メ
リ
カ
ヘ
捻
出
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

一
一
一
一
一
高
海
閥
南
へ
と
急
増
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
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表 土貨・皮貨(皮革)・毛類(皮毛)輸出の推移 (単位:海開雨)

「ーー一一ーー

皮 貨 毛類
皮毛類貨輸・

長「ー 次 土貨輸出
金 額 比 率 平う{雨均ち/毛債担皮格) 金 額 比 率平う(雨均ち/羊債担毛格) 出比率

(寓雨) (蔦雨)I (%) (寓雨)1 (%) (% 

光緒 2年 8085 16 0.2 15 0.2 0.4 

8年 6734 86 1.3 11.05 31 0.5 9.90 1.7 

15年 9695 151 1.6 11. 51 93 l.0 9. 14 2. 5 

17年 1，0094 157 1.6 9.67 111 1.1 8. 36 2. 7 

20年 1，2810 287 2.2 9. 16 235 1.8 9.24 4. 1 

21年 1，4329 376 2.6 8. 50 277 l.9 8. 78 4.6 

22年 1，3106 459 3.5 ll.53 216 l.6 7.99 5. 2 

23年 1，6350 632 3.9 14. 18 320 2.0 10. 55 5.8 

24年 1，5904 712 4. 5 16.55 230 l.4 8. 12 5.9 

25年 1，9578 812 4. 1 16.88 525 2. 7 14.83 6. 8 

26年 1，5900 690 4. 3 17.73 396 2. 5 13.35 6.8 

27年 1，6966 892 5. 3 19.28 384 2.3 11. 97 7.5 

28年 2， 1418 1134 5.3 19.40 578 2. 7 12.27 8.0 

29年 2， 1435 1059 4.9 19.47 617 2.9 12.82 7.8 

30年 2，3949 1487 6.2 25.21 921 3.8 17.64 10. 1 

31年 2，2789 1508 6.6 26.40 1104 4.8 17.44 11. 5 

32年 2，3646 1468 6.2 25.60 1001 4.2 15.30 10.4 

33年 2，6438 1630 6.2 27.53 938 3.5 13. 94 9.7 

34年 2， 7666 1251 4.5 25.51 919 3.3 16.32 7.8 

宣統元年 3，3899 1682 5.0 27.55 1385 4. 1 19.84 9.0 

2年 3，8083 2032 5.3 27.39 1385 3.6 20. 91 9.0 

3年 3， 7734 1708 4.5 27.86 1522 4.0 20. 75 8.6 

民国元年 3， 7052 1593 4.3 26.62 1376 3.7 21. 39 8.0 

2年 4，0331 2407 6.0 30.49 1423 3.5 19.58 9.5 

3年 3，5623 2151 6.0 32.62 1427 4.0 22.16 10.0 

4年 4，1886 2557 6. 1 38.43 1858 4.4 29.46 10. 5 

出典・ 3電炎培 ・厩訟編著「中岡四十年海関商務統計圃表 (1876-1915)J (龍門書庖、 1966
年、 104、105、107、111、170、172頁)及び漬下武志『中園近代経済史研究J (東
京大祭東洋文化研究所、 1989年、 452頁)より作成。なお、 l担(ピク ル)は
60.453k官。
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皮
革
・
皮
毛
鞍
出
に
占
め
る
蒙
古
の
比
重
は
大
き
く
、

地
商
経
済
は
閣
内
貿
易
(蒙
古
貿
易
、
糧
食
貿
易
〉
を
援
大
す
る
こ
と
で
、

内
蒙
古
|
包
頭
・
開
化
城
|
天
津
|
海
外
の
商
品
流
通
ル

l
ト
の
形
成
を
促
進
し
、
蒙
古
を
世
界
経
済
の
周
遁
に
位
置
づ
け
る
上
で
閲
接
的
役

割
を
果
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
郭
向
築
は
皮
毛
作
坊
を
粂
営
し
て
い
た
し
、
王
同
春
は
糧
食
を
蒙
旗
の
皮
毛
と
交
換
し
て

外
蒙
古

お
り
、

嘗
時
の
五
原
の
皮
革
・
皮
毛
貿
易
の
拭
況
は
、

「
五
原
は
牲
畜
、
皮
毛
、
娘
食
を
盛
ん
に
産
す
る
。
:
:
:
皮
毛
行
を
営
む
の
は
多
く
が
河
北
邪
蓋
の
人
で
あ
り
、
永
生
続
、
永
奥
西
な
ど
は
、

地
一
商
に
は
直
接
皮
革
・
皮
毛
の
生
産
・
加
工
・
買
付
・
販
買
に
携
わ
る
者
が
い
た
。

一
般
の
皮
毛
を
買
付
け
る
外
、
特
に
子
羊
の
腹
の
皮
が
稔
出
用
の
貴
重
な
皮
で
あ
っ
た
。
清
末
民
初
、
子
羊
の
腹
の
皮
は
一
枚
白
銀
七
、
八
南

(
乃
〉

で
買
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
普
通
の
年
で
も
銀
元
五
、
六
元
で
あ
っ
た
」
と
あ
り
、
後
套
の
皮
革
・
皮
毛
は
貴
重
な
輪
出
一
商
品
で
あ
り
、
皮
毛
行

が
皮
毛
・
皮
革
を
買
付
け
圏
内
外
の
市
場
に
供
給
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
蒙
古
全
睡
で
は
、
皮
革
・
皮
毛
は
包
頭
と
蹄
化
域
の
皮
毛
庖
・
皮
荘

が
買
付
け
、
圏
内
外
へ
供
給
さ
れ
た
が
、
と
り
わ
け
包
頭
の
物
資
集
散
に
果
す
役
割
は
大
き
く
、
職
出
用
皮
革
・
皮
毛
の
大
部
分
は
包
頭
か
ら

皮
革
・
皮
毛
の
賓
客
は
同
時
に
包
頭
、

天
津
の
皮
毛
庖
、

茶、

洋
行
を
通
じ
て
世
界
市
場
に
供
給
さ
れ
た
。

蹄
化
城
の
貨
庖
の
買
客
と
な
っ
て
薄
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日
用
雑
貨
品
及
び
洋
貨
等
が
蒙
古
に
供
給
さ
れ
た
。

ち
、
地
一
商
は
皮
革
・
皮
毛
を
直
接
生
産
・
加
工
し
、
あ
る
い
は
糧
食
と
交
換
す
る
こ
と
で
包
頭
等
に
皮
革
・
皮
毛
を
頁
却
す
る
ほ
か
、
糧
食
を

砂
糖
、

綿
布
、

こ
こ
で
も
後
套
の
糧
食
は
一
定
の
役
割
を
果
し
て
い
た
。
す
な
わ

そ
れ
が
地
場
消
費
と
内
地
へ
供
給
さ
れ
る
こ
と
で
、
皮
革
・
皮
毛
の
代
債
と
し
て
の
内
地
の
諸
一
商
品
の
蒙
古
へ
供
給

を
増
大
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
糧
食
生
産
が
皮
革
・
皮
毛
職
出
を
促
進
し
、
蒙
古
が
流
通
過
程
を
通
じ
て
世
界
経
済
の
周
謹
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
中
で
、
後
套
に
お
け
る
地
一
商
経
済
の
展
開
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

包
頭
の
糧
庖
に
買
却
し
、

地
一
商
の
組
合
的
経
済
活
動
を
示
す
も
の
に
、
「
民
園
十
年
前
、
烏
鎮
〔
烏
蘭
悩
包
銀
。
後
套
の
東
北
隅
に
位
置
す
る
〕
の
一商
業
は
鼎
盛
時
期
に
あ

っ
た
。
:
:
:
贋
生
西
な
ど
は
、
蒙
古
貿
易
を
経
営
す
る
外
、
さ
ら
に
土
地
数
十
頃
を
経
営
し
、
牛
・
羊
・
駐
の
畜
数
は
数
千
頭
、
庖
員
・
彩
計

(

問

)

は
百
人
徐
り
で
、
自
ら
作
坊
を
開
設
し
、
油
・
酒
・
米
・
麺
を
加
工
し
、
茶
・
布
・
煙
・
糖
を
貫
く
販
買
し
た
」
と
あ
り
、
商
業
、
農
業
、
手

工
業
を
粂
営
し
、
そ
れ
ら
が
相
互
補
完
的
に
、
ま
た
相
剰
数
果
を
設
揮
し
て
経
営
さ
れ
て
い
た
。
清
末
の
地
商
経
済
も
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
も
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の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
地
一
商
経
済
と
は
、

一
商
業
資
本
が
土
地
資
本
を
投
下
し
、
剰
徐
債
値
の
獲
得
を
目
的
と
し
て
一
商
品
穀
物
を
生
産
し
、

そ

れ
が
一
商
業
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
農
業
経
済
と
牧
畜
経
済
の
交
易
・
流
通
を
促
進
し
、
地
域
的
圏
内
市
場
の
形
成
を
促
進
す
る
と
と
も
に

蒙
古
を
世
界
経
済
の
周
過
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
、
農
業
と
一
商
業
の
複
合
経
済
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

お

わ

り

一
九
世
紀
後
牢
か
ら
二

O
世
紀
初
め
に
か
け
て
、
内
蒙
古
後
套
地
直
で
展
開
さ
れ
た
地
一
商
経
済
の
歴
史
的
性
格
と
特
質
に
つ
い
て
言
及
し
、

結
び
に
代
え
た
い
。

地
一
商
経
済
が
極
め
て
一
商
業
性
の
高
い
農
業
経
営
と
な
っ
た
こ
と
は
、
内
蒙
古
が
圏
内
の
港
境
に
位
置
し
、
農
業
経
済
に
と
っ
て
は
未
聞
の
地

で
あ
っ
た
こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
逼
境
の
農
業
開
設
と
い
う
貼
か
ら
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
時
期
的
な
違
い
は
あ
る
が
、
清
代
の
東
北
、

(

凱

)

蓋
商
、
四
川
な
ど
の
農
業
開
設
は
一
般
的
に
は
商
業
的
・
商
品
生
産
的
性
格
が
強
か
っ
た
。
こ
れ
は
土
地
が
贋
大
で
、
内
地
か
ら
大
量
の
安
債

な
務
働
力
が
供
給
さ
れ
、
圏
内
市
場
か
ら
の
一
商
品
需
要
が
あ
り
、
園
家
権
力
に
よ
る
牧
奪
も
比
較
的
弱
く
、
民
富
の
形
成
H
蔚
芽
的
利
潤
の
蓄
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積
が
可
能
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
土
地
・
州
労
働
力
・
商
品
市
場
・
資
本
の
諸
篠
件
か
ら
民
間
主
導
の
経
済
開
設
が
可
能
な
地

域
が
、
漫
境
に
は
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
地
域
は
経
済
護
展
の
大
き
な
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
が
、
溢
境
の
内
地
化
と
と
も
に
そ
の

経
済
も
内
地
と
同
質
化
し
て
ゆ
く
の
が
常
で
あ
っ
た
。
後
套
の
地
一
商
経
済
は
蒙
地
封
禁
政
策
や
自
然
篠
件
に
よ
り
、
連
境
農
業
開
設
と
し
て
は

時
期
的
に
は
後
震
で
あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
他
の
遁
境
地
域
の
開
設
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
を
辿
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
地
一
商
経
済
に
は
こ
れ
に

ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
の
奮
中
園
の
世
界
経
済
周
謹
へ
の
包
掻
と
い
う
園
際
的
篠
件
が
加
わ
り
、
剰
徐
債
値
の
獲
得
を
目
的
と
し
た
一
商
品
穀
物
の
生

産
が
、

皮
革
・
皮
毛
の
世
界
一
商
品
化
を
促
進
し
、

内
蒙
古
を
流
通
過
程
を
通
じ
て
世
界
経
済
の
周
漫
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る。

ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
謹
-
境
農
業
開
護
と
し
て
の
地
一
商
経
済
の
特
殊
近
代
内
蒙
古
的
護
展
形
態
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

地
一商
の
農
業
・
土
地
経
営
の
質
態
は
、

水
利
開
設
H
土
地
資
本
の
投
下
を
挺
と
す
る
直
接
的
大
経
営
(
公
中
経
営
〉
で
あ
っ
た
。

公
中
の
傘



下
に
は
、
租
戸
〈
小
借
地
農
〉
、
伴
種
(
分
盆
農
)
、
大
伴
種
(
請
負
耕
作
)
及
び
雇
農
・
渠
工
務
働
者
が
お
り
、
そ
れ
ら
が
有
機
的
に
組
織
さ
れ
、

一
商
品
穀
物
生
産
H
剰
徐
債
値
生
産
を
行
っ
て
い
た
。
中
村
哲
氏
は
、
「
近
代
的
・
中
間
的
地
主
制
に
は
、
小
作
農
の
経
営
的
自
立
性
が
維
持
さ

れ
て
い
る
小
借
地
農
制
型
、
地
主
の
農
業
生
産
ヘ
の
介
入
が
行
わ
れ
る
分
盆
農
型
、
そ
れ
が
さ
ら
に
準
ん
で
地
主
が
農
業
資
本
家
を
粂
ね
小
作

農
が
質
質
的
に
賃
州
労
働
者
化
し
た
請
負
耕
作
型
の
三
類
型
が
あ
り
、
そ
れ
は
近
代
的
・
中
間
的
地
主
制
の
地
主
的
護
展
コ

l
ス
の
三
段
階
を
な

(

回

)

し
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
地
商
経
済
で
は
こ
の
三
類
型
・
三
段
階
が
併
存
す
る
と
同
時
に
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
に
あ
る
雇

農
経
営
も
行
わ
れ
て
お
り
、
近
代
的
で
は
あ
る
が
、
後
進
的
な
生
産
関
係
と
先
進
的
な
生
産
関
係
と
が
同
一
経
営
の
中
で
同
時
に
進
行
し
て
い

た
。
す
な
わ
ち
、
地
商
経
済
は
近
代
的
・
中
間
的
地
主
制
と
初
期
資
本
主
義
的
経
営
と
の
複
合
形
態
で
あ
っ
た
と
い
え
、
そ
の
こ
と
が
ま
た
特

殊
近
代
内
蒙
古
的
特
質
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

地
一
商
経
済
は

一
九
世
紀
後
半
の
圏
内
的
・
園
際
的
傑
件
の
下
で
内
蒙
古
西
部
に
生
成
、
護
展
し
た
、

い
わ
ば
自
生
的
な
-
土
着
。フ
ル
ジ
ョ
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ワ
ジ
l
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
の
成
長
を
示
し
て
お
り
、
中
園
の
近
代
化
を
下
か
ら
準
備
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
清
末
に
お

い
て
地
一
商
経
済
が
中
園
の
近
代
化
へ
の
芽
を
も
っ
て
い
た
こ
と
の
歴
史
的
意
義
は
重
要
で
あ
り
、
こ
の
貼
き
ち
ん
と
押
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
地
商
の
前
途
に
は
二
つ
の
道
が
、
す
な
わ
ち
前
近
代
的
寄
生
地
主
へ
の
回
蹄
・
衰
退
へ
の
道
と
農
業
資
本
家
へ
の
護
展
の
道
が

聞
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

彼
ら
自
身
の
勢
力
が
ま
だ
極
め
て
ひ
弱
な
徒
花
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
と
、

上
か
ら
の
近
代
的
諸
改
革
(
清
末
新

政
、
移
民
貧
透
政
策
、
蒙
古
封
建
領
主
制
の
駿
止
、
土
地
丈
放
H
H
土
地
改
革
等
)
が
不
徹
底
に
終
わ
り
頓
挫
し
た
こ
と
で
、
地
一
商
は
そ
の
成
長
の
芽
を
摘

み
取
ら
れ
、
前
者
の
道
へ
回
掃
す
る
か
混
落
す
る
か
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
中
園
に
お
け
る
近
代
的
園
民
園
家
形
成
の
困
難

さ
を
圏
内
周
謹
部
か
ら
一
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

437 

T註

l今
五堀
五誠
頁二

及平
ひ園
同の
著
一社

長喜
罫書
建
茄+〆『、

省重

量買
造
』ー 一一
(九
百五

重芸
術
振 四

輿
曾
刊
、
一
九
七
八
年
、
七
七
三
1
七
八
八
頁
〉
参
照
。

(

2

)

安
積
庫
治
「
清
末
に
於
け
る
綬
還
の
開
墾
(
一
)
、
(
下
)
、
(
三
)
」
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(
『
瀦
鍛
調
査
月
報
』
第
十
八
各
第
十
二
鋭
、
昭
和
十
三
年
十
二
月
、

第
十
九
港
第
一
鋭
、
第
二
説
、
昭
和
十
四
年
一
月
、
二
月
〉
参
照
。

(

3

)

隙
耳
東
『
河
套
種
区
水
利
簡
史
』

(
水
利
電
力
出
版
社
、
一
九
八
八

年
〉
及
び
張
殖
肇
「
清
代
河
套
農
業
及
近
代
曲
旋
回
水
利
的
興
起
」
(
中

園
水
利
摩
舎
水
利
史
研
究
舎

・
内
蒙
古
自
治
区
水
利
局
編
『
河
套
水
利

史
論
文
集
』
成
都
科
技
大
祭
出
版
社
、

一
九
八
九
年
〉
参
照
。

(

4

)

『
河
套
新
編
』
考
七
、
河
套
歴
代
渠
工
考
。
ま
た
、
『
絞
遠
通
士
山

稿
』
巻
二
十
四
、
水
利
に
、
「
故
老
相
停
謂
、
乾
隆
時
、
漢
族
之
捕
魚

者
、
足
跡
至
此
、
得
地
於
近
河
庭
、
用
桔
棒
取
水
、
大
穫
其
利
」
と
あ

る。

(
5
〉
『
河
套
新
編
』
記
四
、
河
套
墾
務
調
査
記
。

(

6

)

『
五
原
廊
史
稿
』
巻
下
、
風
俗
志
。
長
城
以
南
の
山
田
の
「
十
倍
」

と
い
う
数
字
に
は
や
や
誇
張
が
あ
る
に
し
て
も
、
後
套
の
水
地
(
渠

地
)
と
阜
地
を
比
較
し
て
も
、
作
物
に
も
よ
る
が
、
お
よ
そ
三
J
六
倍

の
開
き
が
あ
っ
た
(
潟
和
法
編
『
中
園
農
村
綬
済
資
料
(
下
)
』

華
世

出
版
社
、
一
九
七
八
年
、
一
一
五
二
頁
)
。

(
7
〉
後
套
の
水
利
開
設
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
清
代
内
蒙
古
の
水
利
開
設

と
地
一
商
経
済
」
(
森
田
明
編
者
『
中
園
水
利
史
の
研
究
』
(
図
書
刊
行

舎
、
近
刊
)
参
照
。

(

8

)

胎
穀
『
墾
務
奏
議
』
「
伊
克
昭
盟
杭
錦
旗
報
墾
蒙
地
願
各
虎

一
律
改

牧
押
荒
摺
」
。

(
9
〉
近
代
的
土
地
改
革
と
し
て
の
蒙
旗
墾
務

・
土
地
丈
放
政
策
の
質
施
と

そ
の
挫
折
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
清
末
内
蒙
古
に
お
け
る
『
移
民
寅

透』

政
策
」
(
鹿
児
島
経
済
大
祭
『
地
減
細
川
合
研
究
』
第
十
九
単
位
第
二

践
、
一
九
九
二
年
三
月
)
参
照
。

(
叩
〉
乾
隆
二
十
五
年
(
一
七
六

O
)
に
漢
人
の
官
治
組
織
と
し
て
薩
位
斉

擦
が
設
置
さ
れ
た
が
、
そ
の
管
轄
範
囲
は
河
套
全
域
に
及
ん
で
お
り
、

庚
す
ぎ
て
官
治
な
き
に
等
し
か
っ

た
。
光
緒
二
十
九
年
(
一
九

O
三
)

に
至
り、

後
套
と
鳥
位
特
三
公
旗
の
地
に
五
原
際
が
薩
控
斉
際
か
ら
分

治
さ
れ
た
が
、
そ
の
規
模
は
八
郷

・二
五
九
村

・
五
、
九
七

O
戸
・

二

七
、
七
四
九
口
で
あ
り
、
清
末
に
至
っ
て
も
「
人
稀
地
瞭
」
の
紋
態
に

あ
っ
た
。
因
み
に
、
後
套
の
面
積
は
約
四
高
方
里
(
一
高
卒
方
キ
ロ

・

メ
ー
ト
ル
)
あ
り
、
ほ
ぼ
東
京
の
五
倍
、
岐
阜
豚
の
面
積
に
相
嘗
す
る
。

(
以
)
例
え
ば
、

烏
位
特
三
公
旗
に
つ
い
て
は
、
「
威
盟
三
年
〔
一

八
五

三
〕
、
緩
遼
城
賂
軍
盛
填
奏
、
烏
位
特
三
公
旗
、
生
繭
日
繁
、
漸
形
窮

苦
、
除
欠
民
人
債
物
、
及
備
緋
軍
肇
差
事
、
借
貸
銀
銭
、
無
力
償
還
、

陸
績
私
租
地
畝
数
十
庭
、
毎
慮
寛
長
百
十
里
或
数
十
里
、
酌
擬
鎚ウ述
、

感
禁
態
開
。
下
所
司
、

議
行
」

(『
清
史
稿
』
径
五
百
二
十
、
列
停
三

百
七
、
落
部
三
、

烏
馴
特
)
と
あ
り
、

浪
人
へ
の
私
租
の
現
状
を
追
認

し
て
い
る。

(
ロ
)
在
瀕
「
随
鐙
紀
思
」
(
『
小
方
査
官
円
叢
紗
六
巻
』
各
二
〉
。

(
日
〉
『
渚
聖
租
質
録
』
巻
百
五
十
三
、
康
照
三
十
年
十
二
月
丁
亥
の
係
。

(

U

)

同
右
、
各
百
八
十
て
康
照
三
十
六
年
三
月
了
亥
の
候
。

(
M
M

〉
張
耳
目
仁
「
解
放
前
的
五
原
豚
工
一
商
業
」
(
『
五
原
史
料
菅
要
』
第
八

期
、
一
九
八
五
年
六
月
)
。
大
聖
魁
は
随
軍
貿
易
に
従
事
す
る
御
用
商

人
か
ら
出
裂
し
、
内
外
蒙
古
貿
易
の
総
合
商
社
と
な
っ
た
(
内
蒙
古
文

史
資
料
第
十
二
輯
『
抜
蒙
商
大
聖
魁
』
一
九
八
四
年
十
二
月
、

参
昭
…)
。

(
国
)
註
(
日〉
に
同
じ
。

(
げ
)
「
介
紹
三
篇
関
於
王
同
春
的
文
字
」
二
、
亙
賢
一
一
一
「
附
記
」

貢
中
十
月
刊
』
第
四
各
第
七
期
、
民
園
二
十
四
年
十
二
月
)
。
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(
日
〉
『
皇
朝
道
威
同
光
奏
議
』
巻
二
十
九
、
戸
政
類
、
屯
墾
、
山
西
巡
撫

剛
毅
「
第
議
套
外
腹
金
等
慮
屯
田
事
宜
疏
」
。

(
四
〉
『
清
史
稿
』
巻
五
百
二
十
、
列
停
三
百
七
、
落
部
三
、
都
爾
多
斯
。

(
加
)
胎
穀
『
墾
務
奏
議
』
「
蒙
藩
延
不
透
調
懇
思
筋
下
理
藩
院
巌
筋
迅
赴

館
絞
舎
商
摺
」
。

(
紅
〉
同
右
、
「
禽
簿
勘
緋
蒙
旗
墾
務
大
概
情
形
摺
」
e

(
幻
〉
「
蒙
古
聯
合
自
治
政
府
」
地
政
線
署
編
、
整
理
墾
務
資
料
第
二
鋭

『
前
綴
遠
墾
務
局
資
料
(
伊
克
昭
盟
・
杭
錦
旗
)
』
一
九
四

O
年
、
整

理
番
銃
五
。

(
お
)
甘
鵬
雲
『
調
査
腸
綬
墾
務
報
告
書
』
各
て
伊
盟
墾
務
調
査
記
、
逮

位
特
旗
墾
務
。

〈
刷
出
)
『
河
套
新
編
』
記
四
、
河
套
農
林
調
査
記
。

(
お
〉
挑
錫
光
『
繁
蒙
努
議
』
傘
下
、
「
呈
覆
経
蜜
東
囚
盟
蒙
古
係
議
」
光

緒
三
十
二
年
丙
午
六
月
上
練
兵
魔
王
大
臣
。

ハ
お
〉
『
臨
河
勝
士
山
』
各
中
、
紀
略
、
全
境
蒙
旗
界
社
戸
口
生
計
保
衛
躍
俗

召
廟
、
民
園
二
十
年
。

(
幻
〉
『
清
高
宗
寅
録
』
巻
一
九
八
、
乾
隆
八
年
八
月
辛
亥
の
係
。
な
お
、

牛
相
棋
は
そ
の
後
小
村
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

(
お
〉
内
蒙
古
自
治
匡
稽
案
館
蔵
『
欽
差
墾
務
大
臣
』
第
一

O
二
各
第
二
件

(
以
下
、
『
欽
差
墾
務
大
臣
』
一

O
一
一
|
一
一
の
形
式
で
略
記
す
る
〉
。

〈
泊
〉
飴
穀
『
蒙
墾
績
供
』
、
「
光
緒
三
十
四
年
十
二
月
十
五
日
聾
覆
」
。

(
初
〉
『
欽
差
墾
務
大
臣
』
一
一
一
一
一
|
三
。
な
お
、
こ
の
租
地
約
は
次
の
と

お
り
。

口
口
口
口
口
口
人
、
逮
位
旗
憂
頭
梅
令
。
自
因
僑
洗
剛
愁
河
新
ロ

渠
路
一
道
、
低
音
均
重
、
因
篤
不
便
、
今
賂
乱
日
一
戸
ロ
ル
/
租
業
色
口

口
口
地
、
奮
是
老
郭
乱
首
前
地
。
原
交
界
、
正
南
至
張
樹
林
・
席

編
成
地
震
界
、
西
南
至
天
生
魚
界
、
正
西
至
鮮
泰
魁
地
震
界
、

北
至
把
匁
他
盆
地
口
口
、
口
至
十
大
股
同
源
成
地
震
界
、
四
至
分

明
。
今
問
中
人
設
合
、
典
租
奥

口
口
口
口
永
遠
耕
種、

出
放
免
業
。
同
中
人
言
明
、
押
地
艮
伍
百

雨、

筆
下
現
交
二
百
伍
十
一
問
、
明
年
交
二
百
伍
拾
雨
。
開
外
輿

後
、
地
内
口
口
口
口
一
切
在
内
水
路
、
蕗
使
剛
融
市
河
、
随
商
人
方

便
使
用
。
若
有
故
人
奪
此
地
渠
路
、
口
合
是
非
、
有
遼
位
旗
一

面
承
知
味
地
上
若
口
口
口
口
口
口
是
非
、
等
是
有
高
喜
口
一
面

承
諮
。
若
有
故
人
奪
此
地
渠
路
、
口
舎
是
非
、
一
並
等
是
有
遼

位
旗
一
面
承
管
。
口
口
口
口
口
口
口
字
相
。
毎
年
加
二
丈
地
、
地

丈
租
交
、
不
須
短
欠
。
此
地
子
渠
、
相
庭

v

一
並
等
照
奮
行
。
是
爾

家
情
窓
、
恐
口
無
窓
、

口
口
口
口
口
口
信
用
後
設
用
。

口
口
口
口
口
年
拾
一
月
拾
参
日

李
七
女
十

今

問

中

人

張

台

九

十

立

消
外
粁
何
小
台
九
十

(
但
)
西
北
墾
務
調
査
局
編
『
西
北
墾
務
調
査
察
朋
』
宣
統
元
年
石
印
本
影

印
、
蔓
湾
・
華
文
書
局
、
一
一
一
一
頁
。

(
担
〉
『
欽
差
墾
務
大
臣
』
三
一
一
|
三

O
。
そ
の
租
地
約
は
次
の
と
お

り
。
な
お
、
こ
こ
に
は
押
租
銀
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

立
出
放
地
人
、
文
約
人
、
紅
頂
ム
品
川
町
速
か
。
情
因
租
遁
養
速
戸

口
口
口
五
素
地
萱
段
、
自
己
無
力
耕
種
、
抱
渠
、
涜
港
。
情
慮
出

放
輿
西
銀
人
徐
三
位
嶋
、
抱
渠
、
浜
港
、
耕
種
、
成
約
。
全
人
言

明
、
随
放
下
加
気
丈
地
、
餐
萱
年
毎
頃
地
租
銭
捌
作
文
、
洋
畑
地
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毎
畝
畑
土
弐
刀
、
長
年
秋
後
完
納
、
不
許
鉄
少
。
地
四
至
交
界
、

南
至
速
将
司
見
渠
編
、
酋
至
略
嘆
〔
剛
目
〕
河
齢
、
北
至
資
不
洞
醤

大
渠
域
、
東
至
弐
到
渠
叉
口
貌
九
功
住
坐
、
四
至
分
明
。
後
日
、

河
上
機
汲

・
渠
上
花
費
萱
切
、
種
地
人
出
銭
。
地
上
交
界
、
四
至

不
明
、
有
前
約
。
争
奪
者
、
有
地
主
人
台
凡
萱
面
承
嘗
。
恐
口
無

想
、
専
立
蒙
漢
約
信
用
鐙
。

蒙
古
阿
桑
什

十

問
中
見
人

知

漠
人
王
践

大
清
光
緒
廿
三
年
三
月
廿
七
日

(
お
〉
『
欽
差
墾
務
大
臣
』
一

O
六

|
一一

O
。

(
弘
)
胎
穀
『
墾
務
奏
議
』
「
統
籍
後
套
渠
地
全
局
霊
宜
大
加
修
治
推
庚
利

源
以
規
久
遠
摺
」
。

(
お
〉
『
欽
差
墾
務
大
臣
』
二
八
三
|
一

O
。
『
欽
差
墾
務
大
臣
』
三
一
一

ーー

八
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
震
錫
令
呈
報
地
渠
推
地
約
」
は
次
の
と
お
り
。

萱

承

宣

十

段

云

生

十

胡

怪

順

十

向

中

見

人

李

互

十

張
徳
士
ロ
十

段

佼

十

梅
令
徳
力
個

ム口

老
不
ロ

ルノ

十十

立

無
芸
保
什
鋭

立
推
地
約
人
、
周
大
純
娃
。
今
因
自
己
使
用
不
足
、

今
時
間
自
己
原

塀
到
打
桂
斉
〔
逮
位
特
〕
色
蓋
地
萱
段
、
情
願
推
輿
霊
結
林
名

下
、
永
遠
耕
種
魚
業
。
同
人
言
明
、
共
作
推
地
債
銀
参
百
伍
拾
雨

整。

日
后
有
利
、
有
害
、
有
人
争
奪
、
周
大
純
娃
一
面
承
嘗
。
今

随
原
緋
到
蒙
古
地
約
萱
張
、
四
字
渠
路
、
有
原
約
盛
岡
鐙
。
雨
出
情

願
、
永
無
反
悔
、
立
約
第
一
設
。
其
銀
賞
日
交
足
、
不
欠。

光
緒
三
十
年

九

月

廿

五

目

立

(
お
)
安
時
四
庫
治
「
蒙
彊
に
於
け
る
土
地
分
割
所
有
の
一
類
型
」
(
『潟
鍛
調

査
月
報
』
第
二
十
二
巻
第
五
鋭
、
昭
和
十
七
年
五
月
)
。

(
幻
〉
胎
穀
『
墾
務
奏
議
』

「
得
議
宏
一山喰
爾
右
翼
墾
務
緋
法
以
期
清
弊
而
溶

利
源
摺
』
。

(
お
)
註
(

6

)

に
同
じ
。

(
ぬ
)
註
(

6

)

に
同
じ
。

(
必
)
「
介
紹
三
篇
関
於
王
同
春
的
文
字
」
三
、
曲
直
生
「
附
記
一
ご
(
『百円

貢
牢
月
刊
』
第
四
巻
第
七
期
、
民
園
二
十
四
年
十
二
月
九

(
H
U

〉
賀
揚
盤
『
察
綬
蒙
民
経
済
的
解
剖
』
(
商
務
印
書
館
、
民
園
二
十
四

年
、
一
二
七
頁
)
。

(
必
)
胎
穀
『
蒙
墾
陳
訴
供
吠
』
「
謹
賂
査
緋
覆
奏
被
参
各
款
分
断
僚
制
到
呈

諾
査
販
」
。

(
必
〉
周
摩
照
『
綬
遠
河
套
治
要
』
民
園
十
三
年
、

五
O
頁。

(
川
相
)
韓
梅
園
『
綬
遠
河
套
調
査
記
』
綬
遠
省
民
衆
数
育
館
、

年
、
一
回
、
一
五
頁
。

(
必
)
註
ハ
お
)
に
向
じ
。

(
日
明
)
註
(
M
M

〉
に
同
じ
。
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(
幻
)
『
臨
河
勝
志
』
巻
中
、
紀
略
、
風
土
習
俗
。

(
必
)
前
掲
『
綬
遼
河
套
調
査
記
』
一

O
一一一
頁
。
な
お
、
こ
こ
で
「
大
地
主

の
団
地
を
租
り
」
と
あ
る
の
は
租
戸
と
佃
戸
を
混
同
し
て
い
る
。
租
戸

は
地
主
と
借
地
関
係
に
あ
り
、
佃
戸
・
佃
農
H
分
盆
農
は
地
主
と
代

耕
・
請
負
耕
作
の
関
係
に
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
詳
し
く
は
、

草
野
靖
『
中
園
の
地
主
制
』
(
汲
古
書
院
、
一
九
八
五
年
)
及
び
柏
一
斑

賢
『
北
支
の
農
村
経
済
』
(
弘
文
堂
書
房
、
昭
和
十
九
年
)
第
一
編
第

四
節
・
第
五
節
、
参
照
。

(
必
)
註
(
何
日
)
に
同
じ
。

(
回
)
以
上
の
農
民
分
類
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
中
閣
の
社
曾
構
造
』
、
『
中

園
の
地
主
制
』
、
『
北
支
の
農
村
経
済
』
及
び
中
村
哲
『
近
代
世
界
史
像

の
再
構
成
』
(
青
木
書
庖
、
一
九
九
一
年
)
、
参
照
。

〈
日
〉
前
掲
『
絞
遠
河
套
治
要
』
七
九
頁
。

(
臼
)
註
(

M

)

に
同
じ
。

(
臼
)
『
欽
差
墾
務
大
臣
』
三
一
一
|
二
七
。

(
臼
)
同
右
、
一
八
六
|
一
一
。

(
日
〉
向
右
、
一
五
四
|
因
。

(
白
山
)
向
右
、
一

O
七
|
一
七
。
ま
た
渠
道
報
殺
に
際
し
て
は
、
「
今
地
既

館
公
丈
放
。
筒
民
前
約
、
以
賂
地
租
銀
支
収
各
家
銭
項
、
所
欠
若
干
、

恐
花
戸
等
間
商
民
終
新
租
除
帳
」
と
あ
り
、
租
戸
か
ら
地
租
の
前
挽

(
長
支
銭
〉
を
取
っ
て
渠
道
維
持
費
に
充
て
て
い
た
た
め
、
租
戸
か
ら

も
前
挽
金
と
新
租
と
の
相
殺
要
求
の
繋
が
あ
が
っ
て
い
た
。

(
閉
山
)
同
右
、
二
五
四
|
一
八
。

(
関
〉
同
右
、
一
八
六
l
一一一一。

〈印
ν

同
右
、
一
五
三
|
}
六
。
な
お
、
こ
の
徳
盛
永
は
註
(
臼
)
と
同
一
の

商
銃
で
あ
り
、
後
に
徳
盛
永
が
休
業
し
た
た
め
淡
落
過
程
を
辿
る
こ
と

に
な
る
。

〈
印
)
同
右
、
一

O
七
1

一七。

(
飢
〉
同
右
、
二
八
五
|
三
。

(
位
)
同
右
、
一
八
二
|
一
。

〈
回
)
同
右
、
一

O
七
l
一
七
。
ま
た
、
「
但
、
地
内
花
戸
墾
種
多
年
、
去

秋
所
涜
之
地
、
業
己
耕
遇
。
今
、
地
既
踊
公
。
前
此
、
公
中
支
取
各
家

銭
項
、
所
欠
若
干
、
恐
伊
等
因
現
在
租
銀
朱
能
抵
償
、
不
無
異
設
」
と

あ
り
、
や
は
り
租
戸
か
ら
地
租
を
上
回
る
借
金
を
し
て
い
た
。

(
臼
〉
同
右
、
一
八
六
|
六
。
な
お
、
郭
向
祭
は
渠
道
報
数
嘗
時
に
は
包
頭

鎮
に
城
居
し
て
お
り
、
合
彩
の
股
分
は
王
同
春
が
呑
半
し
て
経
営
楼
を

掌
握
し
て
い
た
。

(
臼
)
同
右
、
一
五
四
|
一
。

(
印
)
『
調
査
河
套
報
告
書
』
放
行
日
記
録
。

(
同
町
〉
段
縄
武
「
開
震
後
套
的
商
権
」
(
『
馬
貢
半
月
刊
』
第
六
巻
第
五
期
、

民
園
二
十
五
年
十
一
月
三

(
回
)
『
五
原
鹿
志
稿
』
巻
下
、
風
俗
、
習
向
。

(
印
)
蘇
希
賢
「
王
同
春
|
河
套
水
利
開
設
的
傑
出
入
才
|
」
(
中
国
人
民

政
治
協
商
曾
議
・
内
蒙
古
自
治
芭
委
員
曾
編
『
王
同
春
輿
河
套
水
利
』

内
蒙
古
文
史
資
料
第
三
十
六
輯
、
一
九
八
九
年
十
二
月
、
六

O
頁)。

(
初
)
華
北
農
村
経
済
社
舎
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
北
支
の
農
村
経

済
社
曾
』
第
一
一
編
、
参
照
。

(
礼
)
「
五
原
地
匡
自
然
災
害
史
料
』
〈
『
五
原
史
料
菅
要
』
第
七
期
、
一
九

八
四
年
十
二
月
三

(
均
〉
張
孝
・
秋
辰
「
五
原
隆
輿
長
爾
鋭
始
末
記
」
(
『
五
原
史
料
脊
要
』
第

R
d
 

au 
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四
期
、
一
九
八
四
年
一
月
)
。

さ
れ
て
い
る
。

(
泊
)
註
(
印
)
、
六
七
、
六
八
頁
。

(
九
)
註
(
同
山
)
に
同
じ
。

(
祁
)
「
五
原
玉
紳
同
春
行
欽
」
(
『
臨
河
豚
士
山
』
各
下
、
雑
記
、

附
記
)
。

(
%
)
『
欽
差
盗
務
大
臣
』
一
七

O
|三
一
。

(
け
)
小
川
久
男
「
包
頭
に
於
け
る
皮
毛
庖
・
皮
荘
付
」
(
『
浦
裁
調
査
月

報
』
第
二
十
一
省
第
七
抗
、
昭
和
十
四
年
八
月
)
。

(
市
〉
「
支
那
羊
毛
の
現
況
」
(
『
瀬
餓
調
査
月
報
』
第
十
巻
第
九
説
、
昭
和

十
四
年
八
月
)
。

(
乃
)
註
(
日
)
に
同
じ
。
な
お
、
王
同
春
も
那
差
出
身
で
あ
る
。

な
お
、

隆
興
長
は
後
に
王
同
春
に
併
合

(
卸
〉
同
右
。
な
お
、
庚
生
西
の
財
東
の
一
人
、
筋
知
子
は
王
同
春
の
女
婿

で
あ
っ
た
と
言
う
。

(
飢
)
例
え
ば
、
牽
湾
に
お
け
る
糖
業
資
本
に
よ
る
水
利
開
設
と
一
商
品
米
穀

の
生
産
に
つ
い
て
は
、
森
田
明
「
清
代
蔓
組
問
中
部
の
水
利
開
設
」
(
同

著
『
清
代
水
利
史
研
究
』
亜
紀
書
房
、
一
九
七
四
年
。
原
載
『
一
繭
岡
大

皐
研
究
所
報
』
第
十
八
鋭
、
一
九
七
三
年
十
月
〉
参
照
。

(
位
〉
前
掲
『
近
代
世
界
史
像
の
再
構
成
』
一
一
一
七
頁
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
鹿
児
島
経
済
大
皐
一
九
九
二
年
度
研
究
助
成
に
よ
る
研
究

成
果
で
あ
る
。
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PUNISHMENT OF OFFICIALS DURING

　　　　　　　　　

THE TANG DYNASTY

―With Particular Regard to Confiscation of Salary―

Matsuura Norihiro

　　

In the period from the end of the seventh to the early-eighth century

in China, legal institutions were consolidated, and within this complication

of laws and legal precedents the positions　of officials were defined and

delineated.

　

In

　

this

　

paper, I examine the question　of　punishment of

officials｡

　　

Punishment of officials was, ０ｎthe whole, delineated by legal statutes.

However, the application of these statutes was not specified in the legal

code. This situation was due to the rapid change and development in this

period of bureaucratic institutions, especially legal institutions. Within the

evolution of the legal structure, categories of officials were definitively

established and set forth. In this study, l eχamine in particular confiscation

of salary as ａ form of punishment applied to court officials.

THE COMMERCIAL LANDHOLDER ECONOMY (DISHANG

　　　

JINGJI地商経済）ＩＮINNER MONGOLIA DURING

　　　　　　　　　　　　

THE QING PERIOD

　　　　　　　　　　　　

Tetsuyama Hiroshi

　　

From the period of the latterhalf of the nineteenth to the beginning of

the twentieth century, a highly commercialized agriculturalsystem called

Dishang Jingii was developed in Houtao 後套district in Inner Mongolia.

This system entailed private cultivation by Chinese merchants who were

grouped in an internal colony.　These merchants produced commercial

grain via the cultivation of creeks to provide surplus value.　That is to

say, the Dishang Jingji system of production combined agriculture with

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－



trade by utilizingcapitalinvestment in land development｡

　　

Agricultural production under the Dishang Jingji system was based on

extensive farming carried out by the participantsthemselves, with comnier-

cial grain cultivated by small tenant farmers, shared-profittenant cultiva-

tors,and hired-labour agriculturalworkers cultivatingon and around their

individual farms. The unique nature of the Dishang Jingji system 11ｙi11

its combination of what came to be the modern landlord system of agri-

cultural production and the management of early capitalism｡

　　

Commercial

　

agricultural

　

production

　

carried out　under　this　system

expanded the scope of local production to become part ofａ national market

and made possible eχpanded trade with Inner and Outer Mongolia. This

latter was based on the supply of hides and furs from Mongolia, which

were in turn marketed internationally as world-wide commodities. Thus,

the Dishang Jingji system of production can be said to have played an

important role in allowing Mongolia to enter the periphery of the modern

international economy through its process of distribution｡

　　

This paper argues that the Dishang Jingji system was the production

of native-born bourgeoisie located in the western part of Inner Mongolia,

who were responding to the national and international conditions of the

late-nineteenth century. Thus, the Dishang Jingji system can be said to

have had ａ hand in preparing“from below” modernized systems of produc-

tion in China.　Ultimately, however, governmental attempts to impose

modern reform from above could not be realized,and the merchant-cultiva-

tors who took parts in the Dishang Jingji system were forced to return to

the role of traditionallandlords levying rental payments. However, it is

particularlyimportant to note that China was to retain this seed of an

indigenous attempt to develop ａ modern system of agricultural production

血a 1・tenineteenth-century internal periphery.

- ２－


